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まえがき
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災は，我が国の自然災害の中でも例を見ない甚大な被
害をもたらした．被災地に位置する東北大学では，情報科学研究科の計画系の現役および
OB 教員と学生の有志から成る「ロジスティクス調査団」を結成し，2011 年 3 月末から
「もの」の流れに関する調査研究を開始した．本稿は，その中間報告である．
津波やインフラ倒壊などについては詳細な記録が残されているものの，緊急支援物資，
ガソリン，商業物流などの「もの」の流れについては，流れの跡が残らないため，これま
での災害においても定量的な記録はほとんど残されてこなかった．そのためロジスティク
ス調査団は，以下の目的をもって，「もの」の流れの記録をしっかりと残すこと，さらに
それを解析して次の災害時への提言を行う活動を開始した．

1. 1,000年に一度と言われるこの大震災でいったい何が起こったのかを，後世に正し
く伝えることが必要です．その中で国民の命に直結する支援物資のロジスティクス
は最も貴重な資料になるものと考えられます．

2. 莫大な金額にのぼる義捐金を例に挙げるまでもなく，この未曽有の大災害に対して
全国各地の自治体，多くの企業，個人のみならず，130を超える外国や地域からの
支援が集まっています．こうした事実はできる限り正確にとらえ公表し，支援者に
感謝するとともに，後世に残すべき情報であると考えています．

3. わが国では東海沖，南海沖の連動型巨大地震が予測されています．そうした地域の
有事に際しての，緊急支援のロジスティクスの在り方を検討する資料として活用し
ます．

本中間報告では，緊急支援物資の流れに関する調査研究を３編，ガソリンに代表される
石油製品の流れに関するものを 1編，コンビニやスーパーの商品の流れに関する商業物流
の調査研究を 1 編，ものを運搬する大型車の流れに関する調査研究を 1 編という構成に
なっている．これらの調査研究は継続されており，今後も適宜報告を行っていく予定であ
るが，本稿が今後の災害対応の一助になれば幸いである．
本調査研究においては，被災地の地方自治体の方々，地元コンサルタントの方々，そし
て全国の多くの大学の方々に，あまりあるご協力をいただいた．最後に，本調査研究に対
してとくにご協力いただいた次の皆様に感謝して，はじめの言葉とさせていただく．
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• 岩手県　環境生活部県民くらしの安全課，総務部総合防災室，
保健福祉部地域福祉課，農林水産部流通課

• 宮城県　総務部危機対策課，東部地方振興事務所登米地域事務所
• 福島県　出納局出納総務課・審査課，生活環境部災害対策本部消防保安課，

農林水産部農業経済課

• 階上町　総務課
• 八戸市　防災安全部防災危機管理課
• 一関市　企画振興部
• 岩泉町　保健福祉課，総務課
• 大槌町　災害復興室，町民課
• 大船渡市　保健福祉課，総務部防災管理室，生活福祉部
• 釜石市　市民生活部地域づくり推進課，復興推進本部
• 久慈市　社会福祉課
• 田野畑村　生活環境課，教育委員会
• 遠野市　沿岸被災地後方支援室
• 野田村　議会事務局農業委員会，総務課
• 洋野町　総務課
• 普代村　総務課，震災復興室建設推進課
• 宮古市　市民生活部生活課・総合窓口課，危機管理監危機管理課
• 盛岡市　災害対策本部復興推進部事務局，環境部資源循環推進課
• 山田町　総務課，復興推進課
• 陸前高田市　災害対策本部
• 石巻市　産業部産業復興課，総務部防災対策課，牡鹿総合支所
• 岩沼市　総務部防災課
• 女川町　商工観光課，教育委員会生涯観光課
• 気仙沼市　災害対策本部危機管理課
• 塩竈市　健康福祉部社会福祉課
• 七ヶ浜町　地域福祉課，防災対策室
• 仙台市　経済局産業政策部経済企画課
• 太白区　区民部区民生活課
• 多賀城市　総務部総務課・交通防災課
• 登米市　産業経済部農林政策課
• 名取市　総務部防災安全課
• 東松島市　生涯学習課
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• 松島町　総務課
• 南三陸町　危機対策課，南三陸町教育委員会
• 山元町　総務課
• 亘理町　町立図書館館長
• 新地町　企画振興課，総務課

• 国土交通省　東北地方整備局，自動車局貨物課
• 全国知事会　調査第二部
• 全国市長会　企画調整室
• 岩手市長会　事務局
• 陸上自衛隊　東北方面総監部装備部後方運用課

• (社)全日本トラック協会　交通・環境部
• (社)岩手県トラック協会　総務課
• (社)宮城県トラック協会　業務課
• (社)宮城県倉庫協会
• (社)福島県トラック協会　事務局長兼適正化事業部

• 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　東北支社
• 首都高速道路株式会社　交通調査グループ
• 東邦運輸倉庫株式会社
• 株式会社野村総合研究所　コンサルティング事業本部
• パシフィックコンサルタンツ株式会社　東北支社
• 東日本高速道路株式会社　東北支社

• 秋田大学土木環境工学科　浜岡研
• 愛媛大学工学部環境建設工学科　吉井・二神・倉内・高山研，羽鳥研
• 熊本大学工学部社会環境工学科　円山研
• 高知工科大学地域連携機構連携研究センター　熊谷研
• 神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻　井料研
• 首都大学東京都市環境学部都市環境学科　小根山研
• 千葉工業大学工学部建築都市環境学科　佐藤研
• 東京大学生産技術研究所大口・田中研
• 東北工業大学都市マネジメント学科　稲村研
• 名古屋大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻　中村・浅野研
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• 日本大学理工学部社会交通工学科　轟，福田，小早川，西内研
• 広島大学工学部第 4類社会基盤環境工学プログラム　塚井研

　
　

平成 24年 8月　東北大学ロジスティクス調査団

赤松隆，稲村肇，井上亮，大窪和明，奥村誠，金進英，桑原雅夫，
河野達仁，長江剛志，平野勝也，福本潤也，宮城俊彦，森杉壽芳，
東北大学計画系学生
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第 1章

東日本大震災における支援物資の流
動実態の解明
宮下侑子*1，福本潤也*2

未曽有の大災害となった東日本大震災では支援物資が被害者に届けられるま
でに様々な問題が発生したとされる．本研究では，今後の災害時の支援物資体
制の見直しや地域防災計画の改定に対する有益な知見を得ることを目的とし，
本震災での支援物資体制の実態と課題を明らかにすることを試みた．支援物資
の調達・輸送・保管に関係した多くの団体からできる限りの物資記録を収集・
整理し，組み合わせることで，個別の記録からは明らかにできない物資流動実
態を定量的に把握できる新たな資料を作成した．

*1 東北大学大学院情報科学研究科博士前期課程 1年
*2 東北大学大学院情報科学研究科准教授



2 第 1章 東日本大震災における支援物資の流動実態の解明

1.1 はじめに
2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波や福島第一原子力
発電所の事故によって引き起こされた東日本大震災は，東北地方から関東地方の太平洋沿
岸部に壊滅的な被害をもたらした．2012年 3月時点での死者・行方不明者は約 1万 9千
人，全半壊した家屋は約 38万 3千棟に及ぶ．ピーク時の避難者数は 40万人以上であり，
地震発生から 1年が経過しても避難所生活を余議なくされている人達がいる．
東日本大震災では多種大量の支援物資が全国各地から被災地へと届けられた．これらの
支援物資が被災者の生命を守る上，生活を支える上で重要な役割を果たしたことは疑う余
地はない．ただし，支援物資の調達・輸送・保管・配布（以下，支援物資管理と総称）の
各段階で多様な問題が生じたのも事実である．
今回生じた問題のうち，役所・自治体職員の被災による自治体の機能低下や長期にわた
る情報途絶，燃料油不足に起因する問題はこれまで十分検討されてこなかった問題と言え
る．これらについては，今回の事例検証を行い，検証結果を今後の対策に活かしていく必
要がある．一方，物資保管における自治体職員の過重負担や大量の余剰物資の問題，混載
された義援物資の仕分けといった問題は，阪神淡路大震災や新潟中越地震でも繰り返し報
告されてきた問題である．政府機関等による検証が行われ，何らかの対策が講じられてき
たにも関わらず，今回も過去の経験が十分活かされず同様の問題が生じてしまった．原因
としては，事前の対策が十分でなかった可能性に加えて，東日本大震災の被害規模が大き
かったために事前の対策が有効に機能しなかった可能性や，全国的な燃料油不足や福島第
一原子力発電所事故といった事前に予見困難な要因により事前の対策が有効に機能しな
かった可能性が考えられるが，事前の対策が十分でなかった点は否めないであろう．過去
の経験を活かせなかった点を反省した上で，二度と同様の問題が生じることがないよう対
策を見直していく必要がある．
今後の災害時の支援物資管理体制や地域防災計画等を見直す上で，本震災における支援
物資管理の実態と課題を明らかにする必要がある．しかし，以下に挙げる理由から実態と
課題の解明は容易ではない．第一に，支援物資管理には多様な組織や人間が携わってお
り，支援物資が提供主体から被災者に届けられるパターンも複数種類存在する．支援物資
管理の全体像を把握することは極めて難しい．第二に，支援物資管理を取り巻く状況が地
域毎に異なり，時間の経過に伴って変化する点も全体像の把握を困難にしている．第三
に，発災後の混乱した状況で支援物資管理が行われたため，支援物資管理に関する記録が
十分に残されていない．また，残されていた記録についても既に一部は散逸している．そ
もそも支援物資管理には多様な組織や人間が携わっているため，個別の記録を整理するだ
けでは支援物資管理の全体像を把握することは困難であり，複数の記録を組み合わせなけ



1.2 支援物資管理の概要 3

れば有益な知見を得ることは難しい．第四に，支援物資管理に携わった組織や人間は現在
も震災により生じた特別業務や通常業務に追われており，支援物資管理の検証は十分に行
われていない．支援物資管理に携わった人間の記憶が時間の経過とともに風化していくこ
とも避けられない．第五に，支援物資管理を巡る問題には被災地域全体に共通した課題も
あれば，特定の地域に固有の課題もある．また，支援物資管理の仕組みに起因する課題も
あれば，特定の組織・地域・時期の個別事情に起因する課題もある．今後の対策に活かす
には事実を観察するだけでなく，観察された事実の背後にある要因を読み解いていく必要
がある．
わが国では今後も大きな自然災害が起こることは避けられない．特に東海地震や首都直
下型地震は 30年以内の発生確率がそれぞれ 87%，70%と推測されている．それらの大規
模地震が発生した場合，本震災を上回る大量の支援物資を被災地に速やかに届ける必要が
あると考えられる．東日本大震災における支援物資管理の実態と課題を整理した上で，支
援物資管理体制や地域防災計画を見直していく必要がある．以上の問題意識のもと，本研
究では本震災での支援物資管理の実態の把握と検証を通じて適切な支援物資管理体制のあ
り方に関する知見を得ることを目的とする．具体的には，次の二つの課題に取り組む．第
一に，支援物資管理の実態と課題を関係主体へのヒアリング調査等を通じて整理する．第
二に，実際に授受された支援物資の数量・内容を定量的に把握する．ヒアリング調査で明
らかになった支援物資管理の実態と課題を定量的なデータで裏付けることを試みる．
論文の構成は次の通りである．1.2では本震災における支援物資の基本的な流れを説明
する．1.3では被災 3県の支援物資管理体制について解説する．1.4では支援物資の流動
実態を定量的に分析する．1.5では研究成果を総括する．

1.2 支援物資管理の概要

1.2.1 用語の定義

本研究では，「支援物資」を「災害発生時において被災者に対して供給される食料・生
活用品」と定義する．さらに，支援物資を緊急物資と義援物資に分ける．各種支援物資の
定義を表 1.1に示す．
支援物資の調達から被災地への輸送，集積所での荷受・仕分け・保管，集積所等からの
出荷，避難所への配送までに一連の工程を「支援物資管理」と総称する．

1.2.2 支援物資の調達・輸送パターン

本震災における支援物資管理の概要を図 1.1に示す．在宅避難者や越境避難者，物資提
供者と避難所の情報のやり取りなどは単純化のため割愛している．
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表 1.1 用語の定義（総務省消防庁 [1]に加筆修正）

用語 定義
①支援物資 災害発生時において被災者に対して供給される食料・生活

用品
②緊急物資 災害発生時に，自ら日常生活に必要な物資を調達できない

被災者に対して地方公共団体が供給する備蓄物資または調
達物資

③備蓄物資 災害に備えて住民や地方公共団体等が備蓄する食料・飲料
水・毛布等の生活必需品

④調達物資 災害時に被災した地方公共団体が国・他地方公共団体・民
間企業等に対して自ら要請して調達する物資．物資調達に
関してあらかじめ協定を結んでいるケースと結んでいない
ケースの両方を含む．また，有償で調達するケースと無償
で調達するケースの両方を含む．

⑤義援物資 災害時に被災した地方公共団体からの要請なしに被災地内
外の住民・民間企業・団体等から善意で寄せられる物資．
調達費用等の対価は生じない．ホームページ等により不特
定多数に物資の無償提供を呼びかける場合を含む．

⑥公的備蓄 地方公共団体が，災害時に備えて自らが主体的に行う物資
等の備蓄

⑦ 流通在庫備
蓄

地方公共団体が，災害時に備えて民間企業等とあらかじめ
協定を結び，災害時に必要量の物資を調達する仕組み

図 1.1の赤点線は避難者のニーズ調査や物資の発注・要請などの物資の調達に関わる情
報の流れを表す．避難所のニーズが市町村に汲みあげられ，市町村から直接もしくは県
や国を経由して，非被災地方公共団体・民間企業・団体・個人等の物資提供者に対して物
資の発注や提供の要請がなされる．物資提供者に最終的に発注・要請する主体は市町村・
県・国のいずれかである．また，市町村・県・国のいずれからの要請なしに自発的に義援
物資を提供する場合がある．これより，物資調達は 1)市町村による調達，2)県による調
達，3)国による調達，4)義援物資，の 4種類に大別される．
一方，図 1.1の青実線は支援物資の輸送を表す．支援物資は，1)県集積所と市町村集積
所の両方を経由して避難所に届けられる場合，2) 市町村集積所のみを経由して避難所に
届けられる場合，3)県集積所・市町村集積所を経由せずに直接避難所に届けられる場合の
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図 1.1 支援物資管理の概要

図 1.2 支援物資の調達・輸送パターン

3つの輸送経路パターンがある．物資調達の 4パターンと輸送の 3パターンの組み合わせ
として計 12パターンが考えうる．実在しないパターン（例えば，国が調達して避難所に
直接届けられるパターン）を除くと，図 1.2に示される計 10個の支援物資の調達・輸送
パターンを考えることができる．賞味期限や消費期限がある食料等は，市町村が調達する
場合には市町村集積所を経由せずに避難所に届けられたり（パターン 2），県が調達する場
合には県集積所を経由せずに市町村集積所や避難所に届けられる（パターン 4や 5）．ま
た，地震発生から時間が経過して避難所数が減少した場合も同様である．
物資の輸送手段は物資提供者が調達するのが原則である．県や市町村が物資を調達する
場合，物資提供者が県集積所・市町村集積所・避難所等への輸送手段を手配する．一方，
国が調達する物資や国が調整して被災地に届ける義援物資については，後述する通り，東
日本大震災では国が調達したトラックや自衛隊の航空機・船舶などが大量の物資を輸送し
た．県集積所から市町村集積所へ物資を輸送する場合は各県トラック協会がほぼ全ての物
資の輸送を行っている．市町村集積所から避難所への輸送は市町村や時期によって状況が
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異なっており，1) 市町村職員が公用車や自家用車を利用して運んだケース，2) 自衛隊が
車両で輸送したケース，3)市町村の委託を受けた民間物流業者が輸送したケースの大きく
三つのパターンに大別される．
図 1.1の青点線は提供可能な物資の情報の流れを表す．義援物資を提供する意思がある
主体は国・県・市町村に対して提供可能な物資のリストを提示して受入の意思を事前に確
認することが多い．また，国・県・市町村はそれぞれ県・市町村・避難所に対して提供可
能な物資のリストを提示して輸送・配送の希望を確認する．青点線は被災者や被災自治体
の物資受入の希望を確認するための提供可能な物資情報を意味する．緑点線は県や市町村
の災害対策本部内に設置された物資担当班と集積所担当班の間の情報の流れを表す．物資
担当班から集積所担当班への入庫の連絡，在庫の確認，出荷指示等の該当する．

1.3 地方公共団体の支援物資管理実態
地方公共団体における支援物資管理体制は地域防災計画で主に定められている．事前の
想定においても団体毎に対応部署等が異なっている．また，想定を大きく上回った本震災
では，地域防災計画で定められているのとは異なる弾力的な対応が各団体でとられた．以
下に被災 3県の対応を整理する．

1.3.1 岩手県の管理体制

岩手県で支援物資管理を行ったのは，県民くらしの安全課・地域福祉課・流通課・経営
支援課・経済交流課等である．県民くらしの安全課は，市町村のニーズ情報の集約，他地
方公共団体からの義援物資の受け付け，県集積所である岩手県産業文化センター「アピ
オ」の在庫管理と出荷指示を担当した．地域福祉課は民間企業等からの義援物資の受け付
けを担当した．流通課は食料の調達を，経営支援課は生活用品の調達と国への要請を担当
した．経済交流課は県民くらしの安全課と共に県集積所であるアピオに職員を常駐させて
アピオの管理を行った．
岩手県では事前に県集積所を定めていなかったが，地震発生直後に県集積所として東北
自動車道盛岡南 IC周辺にある全農の倉庫を震災翌日の 12日から使用することを決定し
た．しかし，震災翌日には岩手県トラック協会との協議の結果，滝沢村にあるアピオを県
集積所として使用することに計画を変更した．計画変更した理由は，全農の倉庫ではス
ペースが不足することが予想され，その場合には複数の倉庫を使用せざるを得ず，支援物
資管理を効率的に実施できないと予想されたからである．アピオでは住宅展示フェアが開
催されていたため，同フェアの資機材を直ちに撤去して 3月 14日から部分的に県集積所
として利用開始して 16日には 24時間体制で本格稼働することになった．アピオは建物内



1.3 地方公共団体の支援物資管理実態 7

部 3,600平米・付属展示場 2,800平米に加えて，広大な駐車場も利用可能であった．建物
内部の床の耐荷重が 5トン/平米で大型トラックが直接乗り入れ可能であることに加えて，
東北自動車道の滝沢 ICにも近いという利便性もあった．支援物資管理のためのフォーク
リフトやパレットも持込み，多種大量の支援物資を一ヶ所に集中して管理する体制をとっ
た．最盛期には 24時間体制・2交代制で常時 60名の作業員が支援物資の荷受・仕分け・
出荷等の集積所における物資管理に当たった．また，花巻空港にも空輸されてくる物資を
受け入れる県集積所を設けており，花巻空港の県集積所では最盛期で 24時間体制，2交
代，常時 15名が作業にあたった．

1.3.2 宮城県の管理体制

宮城県では地域防災計画では災害対策本部の対策グループが支援物資についても担当す
ることになっていた．しかし，対策グループは物資以外にも対応する必要があり，東日本
大震災では流通調整と調達調整を担う物資担当グループが新たに立ち上げられた．物資担
当グループの総勢は 3月 16 ∼ 22日のピーク時に約 30名であった．主要な役割は，市町
村からにニーズ情報の集約，物資の調達，国への要請（現地対策本部経由），義援物資の
受け付け，県集積所の在庫確認，市町村への輸送指示，等である．
宮城県では県集積所として使用することを事前に想定していた施設が津波で被災した
り，遺体安置所として使用してしまった．そこで，地震発生直後から県合同庁舎内のス
ペースや地方振興事務所内の車庫を使用したが，保管スペースが直ぐに埋まってしまっ
た．そこで，3月 17日に宮城県倉庫協会と協議して，翌 18日から同協会会員の民間倉庫
を集積所として使用することを決定した．営業用の貨物が保管されており，いずれも地震
動により荷崩れ等を起こしていたことから，当初確保できたのは 4社の計 1300平米余り
の面積に過ぎなかった．その後，五月雨式に使用スペースを広げ，最大で 21社 25倉庫を
使用することになった．当初は物資の種類毎に倉庫を活用する方針であったが，事前の連
絡なしに各倉庫に支援物資が届けられた結果，種類別に倉庫を使い分ける当初の方針を貫
くことはできなかった．3月末には 24社から計 2万 5千平米以上の面積を県集積所とし
て使用しており，ピーク時である 8月 11 20日には計 3万平米弱の倉庫の面積を県集積所
として使用した．集積所の管理は宮城県倉庫協会の会員企業に一任しており，宮城県職員
は集積所に常駐しなかった．また，4月 11日には支援物資の新規受入を停止して，4月中
旬には一度県外に混載物資を送り，そこで仕分け作業を行っている．
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1.3.3 福島県の管理体制

福島県では，事前の想定では農林水産部と商工労働部の 18名で物資班を編成する予定
だったが，東日本大震災では農林水産部と商工労働部の約半数に対応する 100 名超の職
員が支援物資管理を担当した．物資班の役割は，市町村のニーズ調査，物資の調達，義援
物資の受け付け，県集積所の在庫管理，県集積所への出荷指示等である．毎年シミュレー
ションを行っていたため，担当部署は各自把握していたという．
県集積所は当初は災害対策本部を設置した県庁舎に隣接する自治会館内のスペースに一
時的に保管したり，市町村に直送させていた．3月 13日から本格的に支援物資が届くよ
うになり，福島県倉庫協会から紹介された倉庫を県集積所として使用することになった．
倉庫業者 8社と契約して約 20の倉庫を使用したが，メインとして使用したのは日通喜久
田ターミナル（約 4000平米），帝北ロジスティクス笹谷倉庫（約 8000平米），会津通運倉
庫の三箇所（拠点倉庫）である．拠点倉庫は地理的な位置関係によって機能分けがされて
おり，基本的には全種類の物資を保管している．集積所の在庫管理は県職員及び福島県ト
ラック協会会員が行った．拠点倉庫以外には，大善の喜多方倉庫を衣類専用倉庫として，
日通の福島西中央倉庫を食料専用倉庫として利用した．その他の倉庫は拠点倉庫等にはい
りきらない物資を一時的に保管するための倉庫という位置付けである．各拠点倉庫には県
職員が常時 10人程度張り付いており，ピーク時には 20人程度の職員で対応していた．物
資の荷受や仕分けは倉庫業者と県職員で管理しており，荷物の積み下ろしなどについては
自衛隊の協力も一部得ていた．
義援物資の申し出は必ず県の物資班に連絡して，物資を運びこむ倉庫を確認してから届
けるよう指示を徹底していたという．事前の連絡なしに物資を倉庫に持ってくる場合も
あったが，全体からみれば量はそれほど多くないという．

1.4 流動実態の定量的把握
本震災において，誰が何をどれだけ提供したのか，政府や県が調達した物資は全体のど
の程度の割合を占めたのか，等々は今後の災害時支援物資管理体制を考える上で重要な情
報である．しかし，1.2で述べた通り，支援物資は複数の主体を経由して届けられるため，
例えば，被災市町村の搬入記録だけ見ても物資の調達主体や提供主体の割合等を把握する
ことは不可能である．加えて，被災市町村の記録は，搬入日・物資名・物資量・提供主体
名等の情報が欠損している場合が多い．そこで，本研究では，被災市町村の支援物資搬入
記録と県や政府の記録を組み合わせることで，支援物資の流動実態を定量的に把握するこ
とを試みる．
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表 1.2 使用した記録

データ名 内容
政府物資調達記録 政府が被災 3県から受けた物資の要請内容と，要請に基づ

いて提供した支援物資名，調達先，調達量，輸送手段，物
資到着日の記録

岩手県搬入記録 企業・自治体・海外から岩手県に対して届けられた支援物
資の記録．

岩手県搬送記録 アピオ（岩手県の一次集積所）と花巻空港から搬送した支
援物資名，搬送先，物資量の記録．

宮城県搬入記録 企業・自治体・海外から宮城県に対して届けられた支援物
資の記録．

宮城県搬送記録 宮城県が県内市町村や地方振興事務局へ搬送手配を行った
支援物資の記録．

被災市町村搬入記録
（多賀城市・松島町・
田野畑村）

市町村の二次集積所や役所に届けられた支援物資の記録．

本研究では，政府組織・被災県・被災市町村・県トラック協会・県倉庫協会・自衛隊等
から支援物資に関する残された記録を収集した．収集した記録のうち，今回の分析に使用
した記録は表 1.2の通りである．

1.4.1 対象地域・物資・機関

今回の分析では，被災市町村物資搬入記録のうち，物資名や物資量についての欠損値が
比較的少ない宮城県多賀城市・宮城県松島町・岩手県田野畑村の 3つの市町村の記録を用
いる．他の市町村については現在欠損値を補間する作業を行っており，補間処理が終了次
第，今回と同様の分析を実施する予定である．
被災市町村物資搬入記録において最も扱いが難しいのは物資量の単位である．同一物資
であっても複数の単位で総量が表現されていることが多く（「飲料水 1箱」「紙パック飲料
24本」「ペットボトル 20リットル分」のような表現），それらを一つの単位に統一するこ
とは極めて困難である．そこで今回は元々単位のばらつきが少ないカップ麺（大半の単位
が「食数」あるいは「箱」）と毛布（大半の単位が「枚」あるいは「箱」）に着目する．カッ
プ麺は 1箱 12食入り，毛布は 1箱 10枚入りとし，それぞれ食数・枚数ベースでシェア
を把握する．
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分析の対象期間は発災直後から 12週間後である 6月 2日までとする．被災市町村物資
搬入記録から把握できた「この期間内に市町村に届けられた支援物資量」と，政府物資調
達記録及び県搬送記録から把握できた「この期間内に搬送手続きを行った支援物資量」の
総和から，どの主体がどれほど支援物資に関わったかを割り出す．

1.4.2 支援物資調達・提供主体シェアの算出

以下では，被災市町村の搬入記録からは明らかに出来ない「ある市町村に提供された支
援物資のうち，政府や県が調達した物資が全体に占める比率（物資調達主体シェア）」と
「ある市町村に提供された支援物資のうち，企業・自治体・団体・海外自治体・個人の支
援物資量の比率（物資提供主体シェア）」を算出する．シェアの算出は市町村毎・物資毎
に行う．
算出手順は次の通りである．

1. 政府物資調達記録を用いて，政府調達物資における物資提供主体シェアを算出
2. 被災県搬入記録を用いて，県調達物資における提供主体シェアを算出．
3. 被災市町村搬入記録は欠損値や記入漏れがあるため，政府及び県が調達した物資に
ついては市町村の記録ではなく，政府調達物資記録と被災県搬送記録から該当市町
村に届けられたとされる物資量を抜き出し，市町村の記録を補正する．

4. 補正済の市町村搬入記録を用いて，届けられた物資の提供主体シェアを算出．
5. 4. で求めた提供主体シェアに，1. 及び 2. の情報を組み合わせることで，実際の提
供主体と調達主体シェアを導出．

以上の流れを多賀城市の毛布を例に詳しく説明する．図 1.3の左側のグラフは，政府調達
物資記録より算出した，政府が宮城県への要請を受けて調達した毛布における提供主体の
シェアである．右側のグラフは，宮城県搬入記録より算出した，宮城県へ届けられた毛布
における提供主体シェアである．中央のグラフは，多賀城市搬入記録より算出した，多賀
城市に届けられた毛布の提供主体シェアである．これらの 3つのグラフのシェアを基にし
て資調達主体・提供主体シェアを算出する．
調達主体シェアの算出方法は次の通りである．多賀城市に届けられた毛布のうち，政府
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図 1.3 多賀城市への毛布提供主体シェア

及び県が調達した物資の割合は次式から得られる．

（多賀城市に届いた政府調達毛布）
=（政府調達から直接届けられた毛布）
+（宮城県からの毛布）×（県調達毛布のうち政府調達の割合）

（多賀城市に届いた県調達毛布）
=（宮城県からの毛布）×（県調達毛布のうち政府調達以外の割合）

政府及び県以外が調達した物資は市町村が独自に調達した物資あるいは義援物資とみなせ
る．これより 3つの主体による調達量シェアを算出できる．
一方，提供主体シェアの算出方法は以下の通りである．多賀城市に届けられた毛布のう
ち，企業が提供した物資の割合は次の式から得られる．

（多賀城市に届いた企業提供毛布）
=（企業からの毛布）
+（政府からの毛布）×（政府調達毛布における企業提供分の割合）
+（県からの毛布）×（県調達毛布における企業提供分の割合）

式中の「企業」を「自治体」，「団体・個人・海外」に置き換えることで，それぞれの提供
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図 1.4 カップ麺の調達・提供主体シェア
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図 1.5 毛布の調達・提供主体シェア

量のシェアが求められる．これより提供主体 3つの主体の提供量シェアを算出できる．
以上の手順に従って，3市町村の 2物資について調達主体シェアと提供主体シェアを算
出した結果を図 1.4と図 1.5に示す．各図は 3つのグラフ (a), (b), (c)で構成される．(a)

は調達主体シェア，(b) は提供主体シェア，(c) は被災市町村搬入記録のみに基づいた調
達・提供主体シェアである．

1.4.3 考察

まずカップ麺について見る．図 1.4の (a)では，多賀城市と松島町については，政府及
び県の寄与度が 3割程度と低いことが分かる．一方，田野畑村では政府及び県の寄与度が
85%にも上っている．また (b)を見ると，3市町村全てにおいて企業からの物資が中心と
なっていること，松島町は企業や自治体から受け入れたカップ麺が少ないことが分かる．
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さらに (a)と (c)を比較すると，全ての市町村において，県調達物資の半分以上が政府が
調達した物資であることが読み取れる．
次に毛布について見る．図 1.5の (a)から，カップ麺と同様に毛布についても，多賀城
市と松島町では政府及び県の寄与度が 3割以下と低く，田野畑村では 76%と高いことが
分かる．また，図 1.5の (b)からは，毛布の提供主体の中心は自治体であったこと，田野
畑村では企業や自治体以外の提供主体が比較的多かったことが読み取れる．さらに (a)と
(c)を比較すると，宮城県と松島町では県調達毛布に含まれる政府調達毛布の割合が低い
が，田野畑村では県調達毛布の半分以上が政府調達毛布であったことが分かる．これらの
事実に加え，各市町村にヒアリングをしたところ，3市町村全てで「他自治体や企業等に
積極的に提供を呼びかけることは無かった」という回答を得られた．よって 2 つの図の
(a)の茶色で表わされている支援物資は，ほぼ全て義援物資であると言える．
以上の分析結果は次のように要約できる．1)多賀城市・松島町の義援物資のシェアは田
野畑村の 4倍以上である．2)カップ麺は企業，毛布は自治体が提供主体の中心となった．

1.5 おわりに
本研究では断片的な情報しか残されていない東日本大震災における支援物資実態を，複
数の記録を適切に組み合わせることにより定量的に把握することを試みた．現時点では全
ての分析結果が出揃っていないが，作業を継続することで，単体の情報では不明瞭だった
支援物資の流動実態を明らかにすることができると期待される．本研究の成果は災害時の
支援物資体制や地域防災計画の見直しの議論における有益な基礎資料になるとも考えら
れる．
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第 2章

東日本大震災における緊急支援物資
ロジスティクスの定量的評価
一次集積所における搬入/搬出記録の分析
桑原雅夫*1，和田健太郎*2

未曾有の被害をもたらした東日本大震災では，震災直後から多くの主体
（e.g.,自治体，民間企業）が懸命な緊急支援物資供給を行った．しかし，構造
物の損壊状況や津波については詳細な調査が行われている一方で，支援物資の
流れに関する定量的な記録は残されていない（あるいは，散在している）．本
研究は，支援物資に関する定量的な記録の収集と分析を行うことを目的とす
る．具体的には，一次集積所（i.e.,県）における主要物資の搬入/搬出記録を対
象として，各物資の搬入/搬出傾向の違い，物資間の傾向の比較等を行う．ま
た，分析結果およびヒヤリングを踏まえ，今後の緊急支援物資ロジスティクス
構築に向けた課題を示す．

*1 東北大学大学院情報科学研究科教授
*2 東北大学大学院情報科学研究科博士後期課程 3年
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2.1 はじめに
2011年 3月 11日午後 2時 46分に宮城県沖で発生した東北地方太平洋沖地震は，日本
における観測史上最大のM9.0を記録し，地震および津波により東北地方の太平洋沿岸部
を中心に広範囲に渡ってかつてないほどの甚大な被害をもたらした．東日本大震災におけ
る避難所数は約 2000箇所，避難者数は約 40万人にのぼり，阪神・淡路大震災や中越地震
を大きく上回っている [1]．
このような大災害に対して，震災直後から国，地方自治体，民間企業，NPO団体等の多
くの主体が懸命な緊急支援物資供給を行った．しかし，被災自治体は，壊滅的な被害を受
けているところも少なくなく，限られた人員による大規模かつ広範囲に渡る緊急支援物資
輸送は困難を極めた．そのため，多くの民間物流事業者がそのノウハウや人員を提供し，
緊急支援物資ロジスティクスを支えた．また，今回の震災では，地方自治体に加えて，初
めて国による物資の調達・輸送が実施されている．
今後もこのような大災害が起こることが予想される我が国では，以上のような震災の体
験をきちんと記録・把握し，その記録を基に今後の災害へ備える必要がある．しかし，構
造物の損壊状況や津波については詳細な調査が行われているものの，緊急支援物資の “流
れ”に関する定量的な記録はほとんど残されていない（あるいは，散在している）．
東北大学計画系グループでは，「ロジスティクス調査団」を結成し，緊急支援物資，ガ
ソリン，商業物流について，それらの流れに関する調査解析を開始した．本稿は，その中
の緊急支援物資について，これまでの調査解析結果を報告する．
本研究はその中でも，緊急支援物資に関する定量的な記録の収集と分析を行うことを目
的とする．具体的には，一次集積所（i.e.,県）における主要物資の搬入/搬出記録を対象と
して，各物資の搬入/搬出傾向の違い，物資間の傾向の比較等を行う．特に，本研究では，
岩手県と宮城県を対象とし，両県の物資供給体制の違いについても考察する．また，分析
結果およびヒヤリングを踏まえ，今後の緊急支援物資ロジスティクス構築に向けた課題を
示す．
なお，東日本大震災における緊急支援物資ロジスティクスついては，既にいくつかの報
告・提言がなされている [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]．これらは，それぞれ異なる観点から，今
回の震災における緊急支援物ロジスティクスの課題，今後のあり方のポイントを挙げてい
る．本稿の定量分析とは補完的な関係にあると考えられるため，併せて参照されたい．
本稿の構成は，以下の通りである．まず，2.2では，東日本大震災における緊急支援物
資輸送体制を概説する．2.3では，本稿で対象とする岩手県，宮城県の緊急支援物資輸送
体制について詳述し，その違いを整理する．2.4では，岩手県，宮城県における緊急支援
物資の搬入/搬出記録を分析し，その考察を行う．2.5では，2.4で示した分析およびヒヤ
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図 2.1 緊急支援物資供給体制の概要

リングを踏まえ，今後の緊急支援物資ロジスティクス構築に向けた課題について述べる．
2.6では，本研究のまとめと今後の課題を述べる．

2.2 東日本大震災における緊急支援物資供給体制
東日本大震災における緊急支援物資供給体制について概説する．災害時に主に緊急支援
物資の調達を行うのは県および市町村である．ただし，先にも述べたように，今回の震災
では，被災規模が大きく広範囲に渡っていたため国が初めて物資の調達を行った．従っ
て，図-2.1の点線で示すように，3段階の体制が基本となり緊急支援物資が発注・要請さ
れた．具体的には，(1)市町村は備蓄物資や調達した物資を被災者に配布する．対応でき
ない部分は県に調達を要請；(2)県は市町村からの要請を受け，物資を調達する．対応でき
ない部分は国に調達を要請；(3)国は県からの要請を受け物資を調達する，という流れで
ある．また，公的な調達に加え，被災地外の自治体や民間企業からのも多くの義援物資が
提供された．このような義援物資は，主に被災自治体が受け付け，その自治体の集積所，
または，より被災地に近い集積所（県が受け付けた場合は市町村の集積所）へ運ばれた．
物資の輸送については，図-2.1の実線部分で表されている．被災地における緊急支援物
資の輸送体制についても，県の一次集積所，市町村の二次集積所，そして，避難所という
段階的な構造になっている．そして，この集積所を経由するか否かで次の 3 種類の輸送
ルートがある：1)県の一次集積所を経由するルート（県経由）；2)直接市町村の二次集積
所に輸送されるルート（直送）；3)避難所に直接輸送されるルート，である．
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図 2.2 岩手県文化センター「アピオ」の見取り図

2.3 一次集積所における緊急支援物資輸送体制

2.3.1 岩手県における体制

岩手県では，岩手県産業文化センター「アピオ」を県の一次集積所として 3月 14日か
ら利用し，16日には正式に県の拠点として 24時間体制で稼働した*3．そこで，支援物資
を受け入れ，在庫管理，仕分け，荷積みを行って，市町村の二次集積所に輸送していた．
アピオ（図-2.2）では，11500m2 のアリーナのほか，4300m2 の会議棟および 2800m2 の
付属展示場も物資の集積場所として利用していた．また，アリーナ内には大型のトラック
も中に入ることができ，その中でフォークリフトなどを利用した支援物資の荷下ろし，荷
積みが行われていた．
一方，人員体制であるが，岩手県では，県民くらしの安全課がアピオの管理，市町村の
ニーズの把握，出荷指示等を行った．この中のアピオの管理は，震災直後の早い段階から
岩手県トラック協会の協力を得ていた．具体的には，3月 14日の夜くらいからトラック
協会約 80人，県職員約 20人の 24時間体制（2交代制）で，物資の搬入・搬出にあたって
いた．また，義援物資の受付，緊急支援物資の調達，国への支援の要請は，地域福祉課・
流通課・経営支援課・経済交流課等が担当した．
一次集積所（花巻空港も含む）から市町村への二次集積所への物資輸送は，そのほとん
どが県トラック協会が担当していた．3月 11日から 31日までの 20日間に，約 700台の
トラック輸送を行っており，仮に支援物資をトラックに満載していたとすると，約 4500

トンの物資が市町村に輸送されたことになる（図-2.3）．物流の専門家によれば，4500ト

*3 アピオが利用される以前は，流通センター内の精米センターと全農の倉庫を利用していた．また，花巻空
港もアピオと同様の一次集積所として利用されていた [9]．
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図 2.3 岩手県の一次集積所における累積注文処理数と累積輸送量の推移

ンの物流量は，10トントラック 625台分に相当するということなので，輸送にあたった
700台のトラックも物資をほぼ満載にして，市町村の二次集積所に輸送したものと思われ
る．さらに，4500トン = 30万ケース⇒ 1日当たり 1.5万ケースという量は，一般的な
物流センターの 3倍程度の取扱量である．

2.3.2 宮城県における体制

宮城県では，一次集積所として使用することを事前に想定していた施設（夢メッセ，ア
クセル）が津波で被災し，また，遺体安置所（グランディ 21）として使用してしまった．
そのため，3月 18日以降から宮城県倉庫協会に所属する民間倉庫（最大）25箇所を一次
集積所群として使用した*4．しかし，いずれの倉庫も，既に荷物が保管されており，各々
の面積も限られたものであった（当初は 4箇所約 1300m2）．また，大量の物資や混載物
資，事前連絡のない物資が多く届いた結果，3月末には約 23000m2 の面積を一次集積所
群として使用することになった．さらには，4月 7日の余震で保管していた支援物資が荷
崩れし，破損などの被害を被ったため，一時，集積所としての機能を維持できなくなった
[7]．そのため，4月 11日には，新規の支援物資の受入を停止し，4月中旬には一度県外
に混載物資を送り，そこで仕分け作業を行っている [10]．
人員体制は，宮城県の物資グループ・物資調達グループ・物資調整グループが，市町村

*4 震災発生直後は，県合同庁舎や地方振興事務所内の車庫を使用したが，直ちにその容量を超えてしまった．
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図 2.4 搬入・搬出・要望の伝票の例（岩手県）

のニーズの把握・緊急支援物資提供の受付・調達・配送指示などを行った．一方，倉庫の
管理は民間企業に一任した（宮城県職員は集積所に常駐しなかった）．人数については，
県の職員が約 20 ∼ 30人で情報のやり取りを行い，各倉庫の管理は民間企業の社員 4 ∼ 5

人が対応した [10]．

2.4 一次集積所における搬入/搬出記録の分析
まず，2.4.1では，東北大学ロジスティクス調査団で行った，緊急支援物資記録の収集
とデータ整理の概要を述べる．そして，以降の 2.4.2，2.4.3で，岩手県および宮城県の一
次集積所の搬入/搬出分析を行う．

2.4.1 記録の収集とデータ整理

緊急支援物資の流れの調査にあたっては，県の一次集積所と市町村の二次集積所の搬入
搬出記録を閲覧させて頂き，それをデジタル化するところから始めた．具体的には，岩手
県，宮城県，南三陸町，石巻市，仙台市などの協力を得て，記録の閲覧をさせて頂いた．
図-2.4は，アピオにおける搬入・搬出・要望の伝票の一部である．
以上で得られた伝票の数は膨大な量にのぼり，例えば，岩手県の搬入伝票，搬出伝票，
被災地からの要望書の枚数は，5月中旬時点で約 6000枚であった．それを本学だけでな
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く，全国各地の大学，コンサルタントの方々のご支援を得て，デジタル化をした．デジタ
ル化した主な項目は次のようになっている：各品目毎に，受注・出発・到着日時，発地・
着地，品目名，数量，輸送モード．
ただし，震災直後の混乱期にあっては，物資の記録が完全に残されていないことも多い．
たとえ手書きの記録が残されていたとしても，搬入・搬出日，数量などが完全に記録され
ていないこともままある．従って，本研究では，欠損データの補完するための推計を行っ
た．輸送日の補完推計については，（紙の）元伝票がファイリングされていた順番に従っ
て，前後の分かっている輸送日から内挿を行った．また，数量の欠損については，1回の
輸送で運ばれる品目別の数量の平均的な値を割り出し，それを用いて数量補完を行った．
さらに，たとえば内閣府の被災者生活支援チームが行った政府調達の支援物資のデータ
など，別系統の緊急支援物資データと突合せを行い，数量が大きく不整合にならないよう
に調整を行った．

2.4.2 岩手県の搬入/搬出分析

岩手県の搬入/搬出分析では，震災後の初動段階（3月いっぱい）を対象とした．また，
初動段階において必要となる主な緊急支援物資である，飲料水，毛布，ご飯類（パックご
飯，おにぎり，精米）を分析対象とした．これらの物資を分析するために用いたデータは
次のようになっている：

• 3/12 ∼ 3/31までの岩手県への搬入データ（一次集積所に入った物資）
• 3/12 ∼ 3/31 までの岩手県から市町村への搬出データ（一次集積所から搬出した
もの）
• 3/12 ∼ 3/31までに県が調達した食品のデータ（一次集積所を経由しなかったもの
（直送）も含む）．

以下 2.4.2.1では，まず，緊急支援物資の搬入量の推移と搬入量の推移を比較し，その
傾向の違いを見る．続く 2.4.2.2では，より信頼性の高い，県からの搬出データを用いて
物資間の傾向の違いを市町村別に考察する．最後に 2.4.2.3では，県が取り扱った緊急支
援物資の輸送経路についての定量的なデータを示す．

2.4.2.1 搬入量と搬入量の傾向比較
図-2.5は，アピオにおける飲料水の搬入と搬出の累積量を表したものである．データ整
理を細心の注意を払いながら行ったにもかかわらず，搬出累積量（OUT）が搬入累積量
（IN）を上回ってしまう時期もある．県の担当者によれば，搬出記録の方が，搬入記録よ
りも信頼性が高いとのことであった．
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図 2.5 アピオにおける飲料水の搬入・搬出累積量の推移

この図で興味深い点は，搬入量と搬出量の推移が異なった特徴を持つことである．具体
的には，飲料水の搬出量が震災 10日後から急激に少なくなっている．この理由は，市町
村の二次集積所における飲料水の在庫が多くなったために，その時期には県から市町村に
送る必要がなかったとのことであった．このようなニーズの変化にもかかわらず，飲料水
の搬入の方は依然として続き，しかも一時に大量の飲料水が搬入されることがあったこと
も見てとれる．これらの特徴の違いから，アピオにおいて需給のミスマッチが生じていた
と考えられる．

2.4.2.2 県からの搬出量を用いた物資間の傾向比較
ここからは，県からの搬出量データを用いて，市町村別の物資間の傾向比較を行う．
図-2.6は，岩手県から釜石市の拠点に輸送された飲料水，毛布，ご飯類（パックご飯，お
にぎり，精米）の累積量を表している．興味深いことに，飲料水と毛布については，震災
10日後から輸送がほとんどなくなっているが，ご飯類については，継続的に市町村への輸
送が行われている．飲料水については先述の理由がここでも当てはまるが，毛布について
は避難所の一人あたりのスペースがあまり多くない（毛布を何枚も使うスペースがない）
ことが理由とのことであった．6月からは仮設住宅への移動が始まったため，県の拠点の
毛布は最終的にはすべて市町村に輸送されている．一方，ご飯類については，毎日消費す
るものであるので，継続的な供給が必要であった．
図-2.7，図-2.8，図-2.9は，それぞれ飲料水，毛布，ご飯類について，都市規模の異なる
宮古市，釜石市，大船渡市，陸前高田市，山田町，大槌町でも同様の分析を行い，市町村
によって違いがあるかどうかを見たものである．上段は各市町村へ輸送された累積総量を
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図 2.6 岩手県から釜石市へ輸送された品目毎の累積量

図 2.7 岩手県から各市町村へ輸送された飲料水の累積量と 1人当りの 1日の供給量

表しており，下段は一人当りの 1日の供給量を表している．また，表-2.1はこれらの市町
村の人口と被災者数（3月末時点）を示している．
これら見ると，市町村には人口規模，被災者数には差があるものの，飲料水と毛布の供
給は震災 10日後から少なくなるがご飯類は継続供給されている傾向は，どの市町村も同
様である．また，一人あたりの供給量にも，それほど大きな差は見られず，県が公平性を
考慮して市町村に物資を供給していたことがうかがえる．
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図 2.8 岩手県から各市町村へ輸送された毛布の累積量と 1人当りの 1日の供給量

図 2.9 岩手県から各市町村へ輸送されたご飯類の累積量と 1人当りの 1日の供給量
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表 2.1 市町村の人口と被災者数（3月末時点）

被災者 (人) 人口 (人) 割合 (%)

宮古市 5301 65682 8

釜石市 6203 44632 14

大船渡市 6290 43847 14

陸前高田市 13474 26018 52

山田町 4347 21180 21

大槌町 4533 17468 26

図 2.10 岩手県におけるご飯類の供給経路の内訳（3/31時点，単位 [kg]）

2.4.2.3 県が取り扱った物資の供給経路
岩手県は，主に 2つの経路で物資を供給していた．1つは，一次集積所であるアピオを
経由したものである（一次集積所経由と呼ぶ）．もう 1つは，県が物資を調達し，アピオ
を経由せずに市町村へ直送されたものである（直送と呼ぶ）．前者は，県庁のくらしの安
全課が担当し，後者は流通課が担当であった．
図-2.10は，それぞれの課へのヒヤリングおよび提供データに基づいて，ご飯類の一次
集積所経由と直送の割合を図示したものである．ご飯類については，一次集積所経由の割
合が約 90％に達しており，岩手県の一次集積所が物資の供給拠点として大きな役割を果
たしていたことが分かる（残念ながら，ご飯類以外の物資についてはデータの欠損が多
く，県経由と直送の割合が定かではない）．なお，以上で扱った物資供給量は，岩手県を
経由（または県が手配）して市町村に送られた量であり，県を経由しない物資も多数ある
ことから，市町村への全供給量とは異なる．
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図 2.11 宮城県における飲料水の搬入・搬出累積量の推移

2.4.3 宮城県の搬入/搬出分析

宮城県の搬入/搬出分析においても，対象物資は岩手県と同様である．ただし，対象期間
は震災後 1ヶ月とする．分析に用いるデータは次のようになっている：

• 3/12 ∼ 4/10までの宮城県への搬入データ（一次集積所へ入ったものおよび直送）
• 3/19 ∼ 4/10 までの宮城県から市町村への搬出データ（一次集積所から搬出した
もの）．

以下，2.4.3.1，2.4.3.2，2.4.3.3は，岩手県と同様である．

2.4.3.1 搬入量と搬入量の傾向比較
図-2.11，図-2.12，図-2.13は，それぞれ，宮城県が取り扱った飲料水，毛布，ご飯類の
搬入と搬出の累積量を表したものである．それぞれの物資は，必ずしも一次集積所（県が
指定した倉庫群）に入ったものではなく，直送（搬入 =搬出）も含んでいる．
いずれの図でも，共通するのは，搬入量（純搬入 +直送）と搬出量（純搬出 +直送）の
推移に大きな傾向の違いが見られないという点である．これは，後述するように，宮城県
では直送の割合が非常に多かったためであろう．すなわち，県が取り扱った物資の大部分
が一次集積所には留まらずに市町村へ直接運ばれたため（このような物資の搬入量と搬出
量は一致するため），県における搬入と搬出の傾向がほぼ同様になっていると考えられる．
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図 2.12 宮城県における毛布の搬入・搬出累積量の推移

図 2.13 宮城県におけるご飯類の搬入・搬出累積量の推移

また，震災後 1週間から 10日あたりから，在庫が発生しているという点も共通の傾向
である．この時期は，2.3.2で述べた宮城県の一次集積所が設定された時期（3月 18日）
に一致する．つまり，初動期には一次集積所が確保できていないために在庫はわずかで
あったが，集積所が確保されると直ちに在庫が増加している．このことから，宮城県にお
いても需給のミスマッチが生じていたことが推察される．
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図 2.14 宮城県における飲料水の累積搬入量の内訳

2.4.3.2 物資間の傾向比較
続いて，図-2.11–図-2.13を用いて，物資間の傾向の違いを考察する．飲料水，毛布の累
積搬入/搬出量は震災後 10 日ごろから増加が見られないが，ご飯類は累積搬入/搬出量と
もに継続的に増加している．これらの傾向の違いは，岩手県とも同様であり，その理由も
同様のものであると考えられる．
飲料水，毛布とご飯類のもう 1つの傾向の違いは，初動段階における累積搬入量の増加
度である．飲料水や毛布は，震災後 10日の時点で 1ヶ月間に搬出される以上の量（100%

∼ 110%）が搬入されているが，ご飯類は約 75%に留まる．これは，飲料水や毛布が保存
しておけるのに対して，ご飯類は保存できないという理由によるものと思われる．

2.4.3.3 県が取り扱った物資の供給経路
最後に，搬入量全体における直送の割合を調べることで，各物資の供給経路を見ていこ
う．図-2.14，図-2.15，図-2.16は，それぞれ，飲料水，毛布，ご飯類の直送と一次集積所
経由の累積量の推移を図示したものである．また，表-2.2は，3月末寺点でのその割合を
示している．宮城県においては，岩手県と対照的に，直送が大部分を占めており，一次集
積所に運ばれた物資は割合としては少ない．これは，分散して配置された一次集積所群に
物資を搬入し，搬出するのに手間がかかったためであると考えられる．
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図 2.15 宮城県における毛布の累積搬入量の内訳

図 2.16 宮城県におけるご飯類の累積搬入量の内訳

表 2.2 宮城県における各物資の供給経路の内訳（3月末時点）

直送 一次集積所
飲料水 [L] 3081635（79%） 839653（21%）
毛布 [枚] 395707（80%） 99640（20%）
ご飯類 [kg] 1339751（72%） 516660（28%）
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2.5 データ解析の考察と今後の緊急支援物資ロジスティクス
構築に向けた課題

2.5.1 岩手県と宮城県の搬入/搬出分析結果の比較

前章で示した岩手県および宮城県の搬入/搬出分析結果の違いを考察する．2.3でも示し
たように，岩手県と宮城県では一次集積所の体制が大きく異なっていた．そのため，分析
結果も，その体制の違いを如実に表すものとなった．特に大きな違いが表れたのは，県
が取り扱った支援物資の直送と一次集積所経由の比率である．岩手県（ただしご飯類の
み）では，一次集積所経由が 90% に達したのに対して，宮城県では 20% ∼ 30% 程度で
あった．
ただし，ここで注意したいのが，宮城県の一次集積所に入った物資の絶対量が岩手県と
同程度であったという点である．具体的には，岩手県の飲料の累積搬入量（図-2.5）と宮
城県の飲料の累積搬入量（図-2.14）に大きな違いはない．すなわち，宮城県において直送
の割合が多かったのは，一次集積所としてまとまったスペースがとれなかっただけではな
く，取り扱う物資の絶対量が膨大であったこともその要因であると考えられる．
その他の項目については，以下のように，岩手県も宮城県も同様の結果が示された：

• 両県ともに需給のミスマッチが生じていた
• 飲料水，毛布，ご飯類の搬入/搬出傾向は両県で同じ．

2.5.2 今後の緊急支援物資ロジスティクス構築に向けた課題

以上の分析結果およびヒヤリングを踏まえ，今後の緊急支援物資ロジスティクス構築に
向けた課題を挙げる．

2.5.2.1 物資供給方法：プッシュ・セット型から被災地のニーズに応じた物資供給へ
震災直後の通信手段がまったく途絶された状況においては，これまでにも指摘されてい
るように被災地の状況を予想して，飲料水，毛布，食糧などの生活必須物資のセットを
プッシュ型で供給することが必要であることは言うまでもない．
ただし，震災後数日を経過した段階以後は，被災地のニーズに合わせた物資供給に早期
に切り替えるべきである．図-2.5，図-2.11–図-2.13にもあるように，岩手県でも宮城県で
も一次集積所への供給はニーズとミスマッチしていたことがわかる．震災数日後の依然と
して混乱をきわめる被災地を考えると，できるだけ被災地の外で物資量をニーズに合わせ
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て調整して搬入し，被災地の作業軽減と効率化をできるだけ支援することが望まれる．

2.5.2.2 情報通信手段の早期の確保
情報伝達の重要性は，被災手でもヒアリングにおいても最重要課題として挙げられてい
た．入荷，出荷，要請に関する発地，拠点，被災地間で情報伝達．災害直後，数日経過後，
10日程度経過後といったフェーズごとに，どのような情報通信を順次確保していけるの
かについてグランドデザインが必要である．
特に，震災直後においては，固定電話網や携帯電話の基地局も津波で流されるなどし
て，まったく通信手段がない状態があった．この時期は緊急支援物資だけでなく，人命救
助のためにも情報の伝達が極めて重要であり，衛星電話やポータブルで太陽光などを電源
として利用できる基地局機能を備えた設備などを避難所に配備することは考えられないだ
ろうか（今回の震災でも活躍した移動基地局の充実などについては，各キャリアーが検討
していると聞いているが，より迅速に対応できるシステムの配備が求められる）．

2.5.2.3 一次集積所の体制：スペース，人員，トラックの確保
先の課題でも述べたように，大災害時には，なるべく被災地の外でニーズに応じて物資
量を調整することが望ましい．ただし，それでも生じてしまう需給のミスマッチについて
は，県の一次集積所，市町村の二次集積所で（在庫を持つことにより）調整を行うしかな
い．特に，市町村そのものが大きな被害を受けるような場合，需給の調整において一次集
積所が果たす役割は大きい．
今回の定量的分析により，一次集積所の取扱物資の量と，そのために必要な集積所のス
ペース，人員，トラック台数などが次第に明らかになってきた．従って，この結果も参考
にしつつ，今後予想される大震災時の一次集積所の在り方について具体的に検討を行って
いく必要がある．

2.5.2.4 伝票の標準化，供給物資の標準化（混載・非定型物資の回避）
岩手県についても宮城県についても，震災後に試行錯誤を重ねながら，搬入搬出，要請
の伝票を作成・改良してきた経緯がある．次期に備えて，最低限フォーマットの統一を図
るべきであろう．
また，混載された物資や否定形物資の取り扱いには，多大な労力が割かれたと聞いてお
り，混載を避けること，提携の箱やパレットの利用，そこに張られるラベルの標準化など
の改善が必要と思われる．
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2.6 おわりに
本稿では，岩手県と宮城県を対象として，一次集積所における定量的な搬入/搬出分析を
行った．具体的には，主要物資について，(1)搬入量と搬出量の傾向比較，(2)物資間の搬
入/搬出量の傾向比較，(3) 県が取り扱った物資の供給経路の内訳の分析を行った．また，
岩手県と宮城県の分析結果を比較することで，一次集積所の体制についても考察を行っ
た．そして，以上とヒヤリングを踏まえた上で，今後の緊急支援物資ロジスティクス構築
に向けた課題を示した．
本研究は，震災後 1ヶ月程度の短期間の分析を行ったが，今回の大震災のように長期的
な支援が必要となる場合，被災者のニーズの変化に伴い，中心となる緊急支援物資も変化
する．従って，今回扱った初動期に必要とされる物資だけでなく，その他の物資も含めた
長期の分析を行う必要であると考えられる．
また，本研究では，最初のステップとして，一次集積所に焦点を当て分析を行ったが，
その結果の評価をするためにも市区町村レベルの分析が必要になる．従って，市区町村レ
ベルの分析についても今後行っていく予定である．その調査結果については，改めて別の
機会に報告したい．
　
謝辞：岩手県，宮城県，仙台市，石巻市，南三陸町の関係者には，貴重なデータをご提供
頂き，感謝申し上げます．また，データ処理をお手伝い頂いた全国の大学の皆様，コンサ
ルタントの皆様，そして，東北大学計画系の学生諸君に厚くお礼申し上げます．
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第 3章

東日本大震災における避難所要望書
に基づく救援物資ニーズの順序付け
に関する研究
奥村誠*1，ブンポン健人*2

東日本大震災では被災地の通信手段の途絶により被災地のニーズ情報が被災
地外の物資提供者へ正しく伝わらなかった結果，時々刻々と変化する被災地
ニーズと被災地に送られる救援物資の間に不一致が生まれ，避難所で本当に必
要なものが届かなかったことに加えて，被災自治体では不要な物資の仕分け作
業が必要になるなどの問題が発生した．そこで本研究では避難所から出された
救援物資の要望書を用いて被災地ニーズの移り変わりを分析する．そして物資
間の前後関係を反映する物資リストの形を作成し，次回以降の震災時に物資提
供者が発送する物資の適切な決定に役立てる．

*1 東北大学大学院工学研究科教授
*2 東北大学大学院工学研究科博士前期課程 1年
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3.1 はじめに
ここではまず東日本大震災での救援物資輸送における問題点として救援物資と被災地
ニーズの不一致が生じていたことを示す．そしてその対策として次回以降の震災で取るべ
き物資供給体制と，そのために本研究で行う救援物資ニーズの順序づけが果たす役割につ
いて概説する．

3.1.1 救援物資と被災地ニーズの不一致

東日本大震災では宮城・岩手・福島の東北 3県を中心に甚大な被害を受けたため，これ
らの被災地に対して主に [被災地外（物資供給者）] → [一次集積拠点（県）] → [二次集
積拠点（市町村）]→ [避難所]といった流れで多くの救援物資が届けられた．この際，被
災地外の物資調達は，被災県や市町村からの発注によるものではなく，政府や物資供給者
自身が被災地でのニーズを想像して行うことになった．その際，被災地の通信手段の途絶
等により被災地のニーズ情報が被災地外の物資提供者へ正しく伝わらなかった結果，時々
刻々と変化する被災地ニーズと実際に被災地に送られてくる救援物資の間に不一致が生じ
ることとなった．例えば，宮城県では 2011年 3月 27日時点で在庫として水，茶などの
飲み物 6万箱，毛布 8万枚が余る一方で，長期化した避難所生活に伴い生じた衣類や靴，
食器，シャンプー，掃除用具などの要望に応えきれていなかった（河北新報 2011年 3月
28日）．
このように救援物資と被災地ニーズの不一致が生じた結果，避難所に本当に必要なもの
が届かないだけでなく，被災自治体では不要な物資の仕分け作業が必要になるなどの問題
が発生した．

3.1.2 被災地支援のために求められる救援物資の供給体制

今後発生する震災においても，被災地からの情報が十分に伝わらない危険性が大きいた
め，被災地からの情報を待つのではなく，自発的に発送すべき物資を選ぶ「プッシュ型の」
供給体制をとることが必要である．救援物資を送る際には，多くの物資候補の中から被災
地で必要とされている物資を適切に選択しなければならない．この際「A→ B→ Cの順
で物資が必要になる」といった物資ニーズの順序に関する情報を社会の認識として共有し
ておけば，被災地外で発送すべき物資を決める手助けとなり，また被災地との通信手段が
部分的に確保できたときには「被災地では Bの物資が不足しているが Cの物資はまだ不
要である」というような形で簡潔にニーズを伝えるためのコミュニケーションツールとし
て活用できる．
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そこで本研究では後述する「宮城県仙台市の各避難所から出された必要物資に関する要
望書」（以下，仙台市の避難所要望書）を用いて，被災地ニーズの時間による推移を分析
して，それにうまく適合するような救援物資への順序付けを抽出する．そのためにまず考
えられるのは，「各物資が平均して発災後何日目から要望されるか」といった日数の平均
値を物資間で比較して物資に順序を付けることである．しかし，物資が要望される日数は
｛被災程度，年齢構成｝といった各避難所の状況に大きく依存し，各避難所で物資が要望
される順序も要望される日数の平均値を使って付けた順序とは異なる可能性がある（3.2.4

節）．そこで本研究では多くの避難所で共通して現れる物資ニーズの前後関係を要望書か
ら抜き出して，救援物資ニーズの順序付けをすることを考える（3.3章）．

3.2 仙台市の避難所要望書について
まず 3.2.1節では本研究で使用する要望書の内容について述べ，続く 3.2.2節では要望
書の分析を行うための前処理として，自由記述で要望書に記載されている要望物資を一定
のルールに従って分類分けする．3.2.3節では仙台市の各区での物資の要望され方を見て，
今後分析で使用する 2つの地域を選定する．そして 3.2.4節では実際に物資が要望される
日数の平均値を用いた物資ニーズの順序付けを行いその問題点について述べる．

3.2.1 宮城県仙台市での救援物資供給体制と仙台市の避難所要望書

被災地における物資供給の仕組みに関しては，参考文献 [1]の「『支援物資物流システム
の基本的な考え方』に関するアドバイザリー会議」報告書が詳しい．宮城県仙台市では発
災後数日が経過して自治体の機能が回復してくると，宮城県消防学校に物資を収集し始め
ここを物資拠点（二次集積拠点）として各避難所へ物資の配送を行うようになった．その
際の二次集積拠点と各避難所の間で行われたやりとりを図 3.1に示す．この中で③の避難
所が仙台市に翌日の配送希望物資を伝える際に使われたシートが避難所要望書である．当
初はありあわせの紙に手書きで要望が書かれていたが，3月 16日ごろには市側で避難所
名，避難人数、要望書の記入日のほか，必要な物資と数量を記入する枠を印刷した用紙が
作られ，②の物資配送時に翌日分を回収するようになった．日が経つにつれ，多くの避難
所からの要望に共通する物資をあらかじめ印刷した用紙が使われるようになり，その物資
名も途中で見直しがなされた．
要望書には，「記載日」「避難所名」ごとに「要望物資名」とその「量」等の情報が記載
されており，今回は仙台市から提供していただいた 2011年 3月 16日 ∼ 4月 23日の要望
書を用いる．3月 16日以前は仙台市の自治体としての機能が停止していたため要望書が
存在しないと考えられる．ここで「量」のデータについては，未記入が多いことや、単位
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図 3.1 物資拠点と避難所のやり取り

の統一が困難なことから、本研究では要望「量」については扱わない．
つまり本研究では，N 日の S 避難所の要望書情報とは，N + 1 日の配送希望物資（以
下，要望物資と呼ぶ）として S避難所が希望した物資の集合を意味する．
市の物資配送の担当者は各避難所から得た要望書（図 3.1③）の要望を最大限満たすよ
うに，各避難所への翌日の配送物資を在庫物資から決定する（図 3.1①）とともに，一次
集積所（県）に対して必要物資の要望（発注）を行っていた．

3.2.2 要望書の分析のためのデータの前処理

3.2.1節で述べたように，発災当初は各々の避難所が手書きで要望書を記入していたた
め統一的なルールに従って記述されていない．例えば要望物資の記述の中には『「バナナ」
が欲しい』と具体的な物資名を挙げているものもあれば，『「果物」が欲しい』と果物全般
に言及している場合もある．これらの記述を別の物資の要望として扱うことは適切でない
ため，一定のルールに従ってこれらの物資を分類分けする必要がある．そこで本研究で
は，以下の①②の条件を最低限満たすように要望物資の分類分けを行った後，③の条件も
加味してデータの前処理を行う．その結果として得られた分類を表 2.1に示す．なお仙台
市において要望書を提出したことのある避難所は 188か所存在し，表 3.1では要望した避
難所数（要望避難所数）が 31以上の物資分類（以後，分類分けした分類名のことを要望
物資と呼ぶ）について示している．
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条件① 使用目的が一致している物資は同一分類とする 　

例．「バナナ」と「ミカン」の場合
震災時には「果実」として互いにそれほど区別なく需要（要望）されていたと考え，同分
類「果物」に属する物資として扱うことにする．

条件② 使用条件が一致している物資は同一分類とする

例．「包装米飯；パックごはん」と「アルファ米」の場合
調理に際して「パックごはん」は電子レンジや湯煎によって加熱する必要があるが，「ア
ルファ米」は水を加えて柔らかくするだけで食することができる．震災直後は多くの地域
が停電などで，電子レンジや湯煎による加熱が困難であったため，「パックごはん」と「ア
ルファ米」は別物資として要望されたと考えられ，これらの物資は別分類とする．

条件③ 記載された物資が複数の分類にまたがる場合，全ての分類に属するように拡大

例．電池は「単一電池」「単二電池」「単三電池」「単四電池」でそれぞれ用途が異なるた
め別分類としたい．
そのため「電池」と記載されている場合は，「単一電池」「単二電池」「単三電池」「単四電
池」のそれぞれが 1回ずつ要望されたとカウントすることにする．

3.2.3 仙台市避難所における分析地域の選定

ここでは地域による要望物資の違いをみるために，表 3.1で挙げた分類のうち要望避難
所数が 60以上の物資について，これらの物資の仙台市の各区における要望避難所数と順
位を調べた．その結果を表 3.2(a) にまとめる．各区毎に存在した避難所数は大きく異な
り，要望避難所数での比較が難しいため，順位を用いて各区相互の比較を行う．ここで表
3.2(a)の枠内に色がついている部分は，区内における順位が仙台市全体における順位より
も 5 番以上上位である物資を表しており，各区における「特徴的な物資」であるといえ
る．表 3.2(a) において異なる区で共通して「特徴的な物資」となっている物資の数を表
3.2(b)に示す．これをみると {若林区・宮城野区 } {太白区・泉区 }でそれぞれ共通する物
資の数が多くなっている．前者の 2区は共に仙台市沿岸部を含む地域で，津波被害の影響
が要望に表れていると考えられる．なお青葉区の要望には目立った特徴が見られない．そ
こで，以下では，若林区・宮城野区を「沿岸部」，太白区・泉区を「内陸部」と定義して，
これらの 2つの地域に分けて分析を行う．
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表 3.1 物資の分類と凡例
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表 3.2 地域毎の要望書比較

(a)  

(b)  

1 143 33 3 33 1 37 1 23 9 17 6
2 140 40 1 22 10 30 7 28 3 20 1
3 128 32 6 25 7 32 6 24 7 15 13
4 125 33 3 20 14 27 13 26 5 19 2
5 123 35 2 19 16 21 17 29 1 19 2
6 122 31 9 29 3 35 2 17 22 10 36
6 122 33 3 26 6 28 11 18 19 17 6
8 117 32 6 30 2 35 2 14 30 6 69
9 111 24 16 22 10 30 7 24 7 11 30
10 110 29 11 15 18 19 18 29 1 18 4
11 105 30 10 13 19 19 18 27 4 16 11
12 100 26 13 23 9 29 9 12 34 10 36
13 98 22 20 28 5 34 4 10 42 4 93
13 98 22 20 29 3 33 5 5 74 9 45
15 97 26 13 24 8 29 9 11 37 7 58
16 92 28 12 16 17 26 16 12 34 10 36
16 92 25 15 21 12 27 13 10 42 9 45
18 91 23 18 13 19 18 20 23 9 14 20
19 88 32 6 12 21 18 20 17 22 9 45
20 83 23 18 21 12 28 11 7 56 4 93
21 79 20 23 20 14 27 13 7 56 5 81
22 78 16 25 9 23 13 24 23 9 17 6
22 78 22 20 10 22 15 23 17 22 14 20
24 76 14 26 8 24 13 24 23 9 18 4
25 72 17 24 8 24 11 31 21 13 15 13
26 70 12 27 7 27 13 24 21 13 17 6
27 66 24 16 8 24 16 22 8 53 10 36
28 63 7 42 7 27 11 31 26 5 12 24
29 61 12 27 6 30 8 39 20 17 15 13
30 60 8 38 5 32 9 34 21 13 17 6

0 1 0 1
4 0 0

0 1
6

3.2.4 要望日数の平均値を用いた物資ニーズの順序付けとその問題点

この節では「内陸部」「沿岸部」のそれぞれで，要望日数の平均値を用いて物資ニーズ
の順序付けを行って，その問題点について考察する．東北地方太平洋沖地震が発生した
2011年 3月 11日を 0日目として「内陸部」「沿岸部」のそれぞれで表 3.2に示した 30物
資の各物資の「平均何日目から要望されはじめたか：FDi」，「平均何日目まで要望されて
いたか：LDi」，「平均要望回数」を表 3.3に示す．また表 3.3においては FDi の昇順，つ
まり早い日数から要望され始める順に物資を並べている．
表 3.3中の平均要望回数を「沿岸部」と「内陸部」で比較すると，多くの物資で「沿岸
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表 3.3 物資毎の要望日数の違い

FDi LDi

47 5.7 2.5 6.3 3.1 1.2
62 5.7 2.6 6.2 3.0 1.2
52 5.8 3.1 7.0 3.7 1.6
65 6.1 3.5 8.1 5.8 1.8
53 6.2 3.1 7.3 4.0 1.7
64 6.3 4.8 7.6 6.9 1.7
49 6.3 4.1 8.0 5.0 1.7
48 6.3 4.0 7.4 4.3 1.5
62 6.5 4.2 6.8 4.6 1.1
54 6.5 3.7 9.6 6.2 2.3
70 6.5 4.2 8.7 6.6 2.0
52 6.8 4.5 7.7 4.7 1.5
57 6.9 5.6 9.3 7.1 2.2
24 6.9 1.4 8.4 1.9 2.0
31 7.1 4.1 9.1 4.9 1.8
42 7.3 5.4 9.8 8.8 1.5
47 7.6 4.9 10.3 6.5 2.2
52 7.6 4.7 11.4 8.5 2.6
40 7.8 4.2 11.7 6.1 2.8
30 8.3 5.5 10.3 7.8 1.9
18 8.4 4.7 12.1 9.0 1.9
32 8.4 5.2 10.1 7.5 1.8
25 8.7 5.9 11.0 7.5 1.6
34 8.9 5.9 12.6 8.1 2.6
21 10.3 6.4 14.5 10.4 2.5
19 10.4 4.9 15.2 10.3 2.2
22 10.5 6.3 14.0 9.1 2.4
14 11.8 6.7 13.1 6.5 1.6
20 12.6 6.0 19.0 9.9 3.1
14 14.7 6.5 19.0 9.6 2.1

gi

FDi LDi

35 7.6 3.9 10.0 4.9 1.9
39 7.6 2.8 10.6 4.7 1.9
48 7.7 3.5 18.3 7.5 5.7
31 8.2 3.9 10.7 5.2 1.7
26 8.3 5.3 11.7 6.5 1.8
35 8.3 4.6 12.9 5.6 2.5
47 8.4 6.2 13.4 7.3 3.3
19 8.5 4.7 11.3 5.9 1.5
18 8.6 5.6 9.7 5.3 1.4
37 8.6 6.1 11.7 7.1 2.0
43 8.8 6.3 14.0 6.8 2.4
48 8.8 5.9 16.0 7.7 3.7
12 9.1 5.0 10.2 4.7 1.7
14 9.3 5.7 14.2 10.0 1.6
45 9.3 6.6 17.5 8.7 3.6
38 9.7 5.2 11.4 6.3 1.4
38 9.8 3.9 14.8 6.6 2.8
40 10.0 5.4 15.6 6.6 2.8
18 10.3 9.0 13.3 9.2 1.6
41 10.5 5.5 15.6 5.8 2.6
14 10.6 5.3 12.8 6.1 1.6
22 10.8 7.0 11.4 6.9 1.2
40 10.9 9.6 13.6 10.3 1.6
20 11.2 6.8 12.2 7.0 1.4
36 11.5 8.7 20.8 9.3 3.3
11 11.7 9.7 14.8 10.6 1.5
27 11.8 7.9 13.6 8.2 1.7
38 12.5 5.8 18.6 8.1 2.7
22 13.1 8.6 18.9 9.3 2.4
35 15.0 6.5 18.5 6.3 1.9

gi

(a)  

(b)  
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部」のほうが多く要望されており，津波の影響で物資が不足していたことがわかる．
ここで表 3.3(b)を見ると，「沿岸部」において消毒液は平均 7.6日目，トイレットペー
パーは 8.8日目から要望されることがわかるが，この結果から果たして消毒液はトイレッ
トペーパーより早く要望されるといえるだろうか．実際，消毒液とトイレットパーパーの
FDi の標準偏差はそれぞれ 3.9日，6.3日であり，各避難所の細かな被災状況などにより
これらの物資が要望される日数は FDi から標準偏差分の日数程度は前後する可能性があ
ることを示している．つまり，表 3.3で示した要望日数の平均値による物資ニーズの順序
付けは，実際の被災地ニーズの推移を正しく表せているとはいえない．

3.3 要望書の物資登場順に基づく物資ニーズの順序付け
本章では避難所毎に要望書に登場する物資の前後関係に着目し，そのなかで多くの避難
所で共通するものを「ニーズの前後関係」として抜き出す．そうすることで 3.2.4節の表
3.3で見たような避難所の違いによる要望日数のずれの影響を排除して，より安定的に物
資ニーズの順序付けを行うことができる．

3.3.1 単一避難所での二物資間のニーズの前後関係の定義

2物資 gi，gj 間でのニーズの前後関係として，「避難所 sk で物資 gi のニーズが物資 gj

のニーズに先行する」ことを iR
sk
j とし，iR

sk
j であることを以下のように定義する．

LDsk
i < FDsk

j → iR
sk
j (3.1)

FDsk
j ：避難所 sk で物資 gi が初めて要望されたときの発災日からの日数

LDsk
j ：避難所 sk で物資 gi が最後に要望されたときの発災日からの日数

（ただし発災日である 2011/3/11を 0日とする）

(3.1)式はつまり「避難所 sk で物資 gi が不必要となってから初めて物資 gj が必要となる」
場合を iR

sk
j とみなすことを表現している．

ここで定義したニーズの前後関係 iR
sk
j をノード iとノード jを結ぶリンクとみなせば，

有向グラフのネットワークを用いて多物資間のニーズの前後関係を表現できる．例えば 6

つの物資 A，B，C，D，E，Fで順序関係 ARD，BRC，CRD，FRE，ERD が成り立つ場合に
は，図 3.2(a)のようなネットワークを考えることができる．
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3.3.2 複数避難所からなる地域に拡張した場合のニーズの前後関係

ここまで単一の避難所 kで考えていたものを，複数の避難所からなる地域 Sに拡張した
場合の前後関係 iRS

j を以下の式 (3.2)で得られる行列 Aの成分を用いて式 (3.3)の条件に
より定義する．

A = {aij}

aij =

S∑
k=1

ask
i j ∀gi, gj ∈ G, ∀sk ∈ S

iR
sk
j → ask

i j = 1 ∀gi, gj ∈ G, ∀sk ∈ S (3.2)

G = {g1, g2, · · · , gG}：Gは対象物資の集合
S = {s1, s2, · · · , sS}：Sは対象地域の避難所集合

すなわち行列 A の i j 成分 aij は，iR
sk
j が成立する避難所数を表している．そして行列 A

の成分の差 (aij貊 aji) や比 (aij/aji) の値が小さい場合は物資 gi と物資 gj の間にニーズの
前後関係はないと判断し，式 (3.3)のように iRS

j の有無を決定する．

aij/aji ≥ UA and aij/aji ≥ UB → iRS
j (3.3)

UA，UB は任意に定める下限値

(a)  

(b) � � � (c)  

C
B

D

AF
E

C

B

D

A1

3

2 E

F

C

B

D

A

1

3

2 E

F

図 3.2 多物資間のニーズの順序関係の表現
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3.3.3 有向グラフを用いた物資ニーズの順序付け

ここでは前節で決定した前後関係 iRS
j に基づいた有向グラフのネットワークを用いて，

物資ニーズの順序付けをすることを考える．図 3.2(a)のようにランダムに配置されたネッ
トワークを図 3.2(b)，(c)のように全てのリンクが同一方向（紙面の上から下）を向くよう
に並び替えることで，物資のネットワーク上の配置（高さ）を用いて物資ニーズの順序付
けを考えることができる．このとき各物資につけられたニーズの順番をレベルと呼ぶこと
にする．
なお各物資のレベルはレベル付けの方法により若干異なり，レベルの小さい（先行す
る）物資から逐次的にレベルを決める方法（図 3.2(b)）と，レベルの大きい（従属する）
物資から逐次的にレベルを決める方法（図 3.2(c)）の 2種類があり，両者では物資 Aのレ
ベルが異なっていることが分かる．
以下にレベルの小さい（先行する）物資から逐次的にレベルを決めるプロセスを示す．

(手順 0)初期化 　

対象物資を G0 = g1, g2, · · · , gG，初期対象物資を G = G0 とし，レベルの初期値を L0 = 1，
全ての物資のレベルを Li = 0とする．

(手順 1)対象物資中で最も先行する物資の判定 　

gi に対して先行する物資集合：Ei = {gj ∈ G | jRS
i } ∀gi ∈ G

最も先行する物資のレベル決定：Ei = ∅ → Li = L0

(手順 2)対象物資の更新 　

レベル決定済み物資集合：P = {gi ∈ G0 | Li � 0}
レベル未決定物資集合　：G = {gi∈G0 − P}
レベル値の更新　　　　：L0 = L0 + 1　

(手順 3)終了判定 　

G0 = Pなら終了．G0 � Pなら (手順 1)へ戻る．
　
ここで，(手順 1)で集合 Eを gi に対して従属する物資集合 Fi = {gj ∈ G | iRS

j }に置き換え
てレベルを決定し，つけたされたレベルを逆順につけ直すことで，レベルの大きい（従属
する）物資から逐次的にレベルを決める方法（図 3.2(b)）でレベルを決定できる．
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表 3.4 下限値 UA の変化による物資のレベルづけ結果の違い

UA UA

1 1
2 30 255 10 2 30 128 11
3 30 226 6 3 30 92 6
4 30 202 4 4 29 77 5
5 30 176 4 5 27 61 3
6 29 134 4 6 24 46 3
7 26 102 3 7 21 33 3
8 24 69 3 8 18 22 3
9 23 51 3 9 16 17 2
10 19 37 2 10 14 13 2
11 16 31 2 11 8 6 2
12 14 27 2 12 7 5 2
13 12 20 2 13 2 1 2
14 9 16 2 14
15 8 12 2 15
16 8 11 2 16
17 8 11 2 17
18 7 8 2 18
19 7 7 2 19
20 6 5 2 20
21 5 4 2 21
22 5 4 2 22
23 2 1 2 23
24 2 1 2 24
25 2 1 2 25

3.4 物資ニーズの順序付けに基づく物資リストの作成とその
解釈

この章では 3.3章で述べた方法を使い実際に各物資のレベルを決定して，レベル毎に物
資を分けたリストを作成し，このリストについての考察を行う．

3.4.1 分析条件の設定（下限値 UA，UB の設定）

対象地域：(A)内陸部の避難所（避難所数 77），(B)沿岸部の避難所（避難所数 64）
　対象物資：内陸部と沿岸部で物資の要望されるタイミングの違いを見るために，内陸部
と沿岸部で共通の 30物資（仙台市における要望数上位 30物資（表 3.2参照））を用いる
ことにする．
ここで 3.3.3節で述べた 2種類の方法で物資にレベル付けを行うが，この際に重要とな
るのが iRS

j の有無を決定するための下限値 UA，UB の設定である．下限値を小さく設定
すると，少数の避難所でのみ iR

sk
j が成立していて本来前後関係が成立するといえない物資

間の前後関係を認めてしまうが，下限値を大きく設定しすぎると成立するはずの前後関係
も打ち消す恐れがある．ここで UB = 5で固定して下限値 UA を変化させたときの結果の
違いを表 3.4示す．表 3.4中の「リンク数」は全物資で成立した iRS

j の総数，「ノード数」
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は他物資との前後関係 iRS
j が少なくとも 1つは成立した物資の数をそれぞれ表す．この表

3.4で最も重要となるのが物資ニーズの順序付けに直結する「レベル数」である．ここで
レベル数が 4より大きな状況になると，下限値 UA の変化に対してレベル数が大きく変化
しており，「頑健な結果」とはいえない．そこで今回は内陸部，沿岸部ともにレベル数が 3

となる結果のうち下限値 UA が最小となるもの，つまり内陸部では UA = 7，沿岸部では
UA = 5をそれぞれ採用してレベル付けを行うことにする．

3.4.2 物資ニーズの順序付け（レベル付け）の解釈

3.4.1節で決定した条件に基づいて，各物資についたレベルと各物資に成立した前後関
係の数を表 3.5(a)，(b)に示す．ここで表中の「順位」は各地域での各物資の要望避難所
数の順位である．なお 2つの方法で異なるレベルとなった物資については，両結果のレベ
ルを記載した．ここで表 3.5中の「iRj」は表中の物資 gi に対して iRj が成立した（従属
する）物資数，「 jRi」は表中の物資 gi に対して jRi が成立する（先行する）物資数をそれ
ぞれ表している．表 3.5で枠内に色が付いている部分は「iRj」「 jRi」の値が 6以上の場合
と「順位」が 30位未満の場合を表す．
ここで物資につけられるレベルが表す意味について考える．

レベル 1

成立した前後関係の中で自身が従属物資となることはなく，早い段階から要望され始める
物資である．同時に早い段階で要望されなくなる可能性のある物資であり，発災直後に速
やかに発送すべき物資といえる．言い換えれば，発災直後から必要になるため常時から備
蓄として置いておくべき物資といえる．

レベル 2, 3

レベル 1の物資より遅れて要望される物資であり，発災後の被災地の状況の変化などに伴
い要望されるようになる．被災地の状況の変化に素早く対応するために，まだ必要でなく
ともすぐに発送できる体制を整えておく必要がある物資である．

レベルがつかない

式 (3.1)でみたように，物資ニーズの順序関係 iR
sk
j は「先行物資が要望されなくなってか

ら，従属物資が要望されなくなる」ことを想定しているので，本分析において長期間要望
され続ける物資には順序関係があまりつかない傾向にある．
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表 3.5 レベル付け結果

FDi LDi

64 3 1 9 6.3 4.8 7.6 6.9 1.7
62 4 1 15 5.7 2.6 6.2 3.0 1.2
62 4 1 14 6.5 4.2 6.8 4.6 1.1
52 9 1 10 5.8 3.1 7.0 3.7 1.6
52 9 1 10 6.8 4.5 7.7 4.7 1.5
48 13 1 6 6.3 4.0 7.4 4.3 1.5
47 14 1 13 5.7 2.5 6.3 3.1 1.2
70 1 1,2 3 6.5 4.2 8.7 6.6 2.0
65 2 1,2 4 6.1 3.5 8.1 5.8 1.8
53 8 1,2 7 6.2 3.1 7.3 4.0 1.7
49 12 1,2 5 6.3 4.1 8.0 5.0 1.7
47 14 2 1 5 7.6 4.9 10.3 6.5 2.2
42 16 2 4 5 7.3 5.4 9.8 8.8 1.5
24 23 2 1 7 6.9 1.4 8.4 1.9 2.0
52 9 2,3 8 7.6 4.7 11.4 8.5 2.6
40 17 2,3 10 7.8 4.2 11.7 6.1 2.8
32 19 2,3 5 8.4 5.2 10.1 7.5 1.8
31 20 2,3 8 7.1 4.1 9.1 4.9 1.8
30 21 2,3 3 8.3 5.5 10.3 7.8 1.9
25 22 2,3 5 8.7 5.9 11.0 7.5 1.6
20 26 2,3 4 12.6 6.0 19.0 9.9 3.1
34 18 3 10 8.9 5.9 12.6 8.1 2.6
22 24 3 11 10.5 6.3 14.0 9.1 2.4
21 25 3 9 10.3 6.4 14.5 10.4 2.5
19 27 3 8 10.4 4.9 15.2 10.3 2.2
14 34 3 4 14.7 6.5 19.0 9.6 2.1
57 6 - 6.9 5.6 9.3 7.1 2.2
54 7 - 6.5 3.7 9.6 6.2 2.3
18 29 - 8.4 4.7 12.1 9.0 1.9
14 34 - 11.8 6.7 13.1 6.5 1.6

gi iRj jRi

FDi LDi

43 5 1 3 8.8 6.3 14.0 6.8 2.4
39 9 1 8 7.6 2.8 10.6 4.7 1.9
35 15 1 6 7.6 3.9 10.0 4.9 1.9
35 15 1 6 8.3 4.6 12.9 5.6 2.5
31 21 1 7 8.2 3.9 10.7 5.2 1.7
26 29 1 8 8.3 5.3 11.7 6.5 1.8
22 34 1 3 10.8 7.0 11.4 6.9 1.2
20 45 1 1 11.2 6.8 12.2 7.0 1.4
19 47 1 3 8.5 4.7 11.3 5.9 1.5
18 50 1 3 8.6 5.6 9.7 5.3 1.4
18 50 1 3 10.3 9.0 13.3 9.2 1.6
40 7 1,2 2 10.9 9.6 13.6 10.3 1.6
38 10 1,2 2 9.7 5.2 11.4 6.3 1.4
37 13 1,2 2 8.6 6.1 11.7 7.1 2.0
14 59 1,2 2 9.3 5.7 14.2 10.0 1.6
12 66 1,2 1 9.1 5.0 10.2 4.7 1.7
48 1 2 1 4 8.8 5.9 16.0 7.7 3.7
47 3 2 1 1 8.4 6.2 13.4 7.3 3.3
41 6 2 1 7 10.5 5.5 15.6 5.8 2.6
40 7 2 1 8 10.0 5.4 15.6 6.6 2.8
38 10 2 1 4 9.8 3.9 14.8 6.6 2.8
36 14 2 1 4 11.5 8.7 20.8 9.3 3.3
45 4 2,3 2 9.3 6.6 17.5 8.7 3.6
27 27 2,3 1 11.8 7.9 13.6 8.2 1.7
22 34 2,3 5 13.1 8.6 18.9 9.3 2.4
38 10 3 10 12.5 5.8 18.6 8.1 2.7
35 15 3 20 15.0 6.5 18.5 6.3 1.9
48 1 - 7.7 3.5 18.3 7.5 5.7
14 59 - 10.6 5.3 12.8 6.1 1.6
11 70 - 11.7 9.7 14.8 10.6 1.5

iRj jRigi

 (a)  

(b)  
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3.4.3 レベル毎に物資をまとめたリストの作成とその考察

表 3.5の結果から物資をレベル毎にまとめたリストを図 3.3に示す．なお表 3.5でレベ
ルのつかなかった物資はレベル 1 ∼ 3 の時期に並行して長期間要望される物資とみなし
て，図では並べて示すものとする．またこのリストを用いて次回以降の震災で配送すべき
物資を決定するにあたっては，重要性の高い（要望される機会の多い）物資のみが記載さ
れているべきである．そこで，表 3.5中の各物資のうち各対象地域での要望避難所数の順
位が 30位未満の物資は図 3.3のリストから省略することにする．
表 3.5のレベル付け結果および図 3.3のリストについて，以下のような考察ができる．

・「米」

内陸部ではレベル 1 に属し「米」に対して従属する物資数（iRj）も多く，初要望時の平
均日数も早いため，早い時期から必要になる物資であるといえる．一方，沿岸部ではレベ
ル 2，3であることから早い段階での重要性は低いといえる．沿岸部では電気などのイン
フラ復旧が遅れたため，カセットボンベや電化製品などによる調理ができない状況では
「米」は不必要であったと考えられる．

・「カンパン」「パン」

「カンパン」は内陸部ではレベル 1でありこれに対して従属している物資数も 14と多い．
これは先に要望される物資であることを表すが，同時に早い時期に要望されなくなる物資
であることも表している．この背景としては「カンパン」は救援物資として広く知られる
物資であるため要望しなくとも被災地外から送られてくること，時間が経過するにつれ風
味の勝る「パン」に要望が推移したことなどが挙げられる．

・「肌着（女）」「肌着（男）」

内陸部ではレベル 3，沿岸部ではレベル 2にそれぞれ属し，多くの物資に対して従属して
いる．これは最低限必要な食糧などが被災者に行き渡るようになったことに加え，避難生
活の長期化に伴い震災前からのストックが底をつく段階で要望され始めるためと考えられ
る．このようにいずれ必要になる物資については，すぐに発送ができるような体制を被災
地外で整えておく必要がある．

・「サランラップ」「ゴム手袋」

共に沿岸部においてレベル 1 で，早い段階から必要な物資となっている．サランラップ
は震災時において包帯や食器，ひも，割れた窓ガラスなどの代用品として用いることがで
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図 3.3 レベル毎に物資をまとめたリスト
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き，ゴム手袋は震災後の劣悪な環境で作業する際に必須であり，これらの物資は被害の大
きかった地域で要望が多かったと考えられる．

3.5 おわりに
本研究では，救援物資が要望書に書かれる順番に着目して物資ニーズの順序付けを行
い，その順序に基づいて物資リストを作成した．実際には，各避難所の被災程度や避難者
の年齢構成なども物資ニーズに影響を与えるため，今回のようにおおまかに分析地域を分
けるのではなく避難所の状況を考慮して分析対象の避難所を選定する必要があり，本研究
の成果はまだ，被災地のニーズを正確に表現しているとはいえない．しかしおおまかな被
災地ニーズの推移は表現しており，震災時の混乱した状況下で発送する物資を決める際に
は参考にできる情報であると考えられる．
また，実際の被災地ニーズをより正しく把握するためには，避難所へ直送された物資や
避難者が自宅から持ち込んだ物資，自宅避難者のニーズなど要望書に顕在化しないニーズ
の影響も考える必要がある．

謝辞：本研究で使用した「宮城県仙台市の避難所要望書」は，仙台市における緊急支援物
資輸送の担当である仙台市経済局の了解を得てその内容を複写したものであります．また
この要望書のデータ化にあたっては東北大学ロジスティクス調査団を中心に他大学等の協
力を得ました．ここに記して感謝をいたします．
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第 4章

東日本大震災後の東北地域における
石油製品不足と輸送実態の把握
赤松隆*1，山口裕通*2，長江剛志*3，稲村肇*4，金進英*5,大澤実*6

東日本大震災では，石油精製・輸送施設が広域で被災し，東北・関東地方で
石油不足問題が発生した．本研究では，石油製品販売実績と港湾・鉄道移入量
統計を用いて，東北地域に対する発災後一ヵ月間の石油製品輸送実態を定量的
に分析した．その結果，以下の事実が明らかになった：(1)発災後 2週間の東
北地域への石油製品移入量は，平常時需要量の約 1/3に過ぎなかった，(2) 2週
間の供給不足により累積需要量が累積供給量を大幅に上回り，両者の差である
待機需要が溜まった，(3) この待機需要（石油不足）が解消したのは発災後 4

週目となり，その結果，東北地域全体で約 7日分（平常時の日需要量換算）の
石油製品需要が消失した．

*1 東北大学大学院情報科学研究科教授
*2 東北大学大学院工学研究科博士前期課程 2年
*3 東北大学大学院工学研究科准教授
*4 東北工業大学工学研究科教授
*5 東北大学大学院情報科学研究科特任助教
*6 東北大学大学院情報科学研究科博士前期課程 1年
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4.1 はじめに
2011年 3月 11日に発生した東日本大震災では，関東・東北地域を中心とする広い範囲
で石油不足問題が発生した．多くのガソリンスタンド（以下，『GS』）が在庫切れ状態とな
り，営業している GSにも長蛇の列が発生するなど，石油製品が入手困難となった．この
現象は，東北地域では震災発生から１ヶ月前後続き，様々な活動に深刻な影響を与えた．
まず，自動車の燃料不足が，沿岸被災地への緊急救援物資の配送や救援活動を妨げる大き
な制約となった．実際，これについては，被災地や物流企業の現場から多数の報告がなさ
れている．次に，震災による物的被害は軽微であった内陸部においても，燃料不足によっ
て通勤交通や復旧活動が大きく制限を受けた．特に，東北地域の最大経済拠点である仙台
都市圏では，発災 ∼ 4月初旬まで交通量が激減したことが観測されており，社会・経済活
動が著しく低下したと推測できる．さらに，燃料不足による物流機能低下や企業での石油
製品不足は，震災後生じた製造業のサプライ・チェーン問題においても，その発生要因の
一つとなった．
このように，今回の石油不足は被災後の東北地域社会に大きな混乱と打撃を与えた現象
である．にも関わらず，その全貌を俯瞰的に把握しうる十分な情報は，震災後 1年を経た
現時点でも，社会的に公開・共有されているとは言い難い．石油不足発生の最初の原因に
ついては，政府および石油業界から公表された：千葉・鹿島・仙台の石油精製施設および
東北地域・太平洋沿岸の港湾施設が被災し，東北地域への石油製品の供給機能が停止した
ことが，石油不足の発端である．しかし，その後，1) どの様な対策が実施されたのか？
2)その結果，どの様な状況となったのか？ 3)なぜ 1か月近くも石油不足が続いたのか？
といった基本的な疑問に systematicに答え得る情報は，ほとんど公表されてこなかった．
実際，政府・経済産業省が発災 1 週間後から始めた Internet 上の発表も，全体的な対策
の概略方針，あるいは断片的な個別オペレーションに関わる情報が大半である．また，石
油不足の解消後も，経済産業省や石油連盟からは，石油不足期間に生じた状況を俯瞰的
かつ定量的に把握し得る情報や分析結果は公開されなかった*7．さらに，第三者機関から
は，石油不足の主原因を消費サイドの「買いだめ行動」に帰する論文 [2]等，事実誤認と
思われる情報が発信されている*8．震災後 1年以上を経た 2012年 3月末に，ようやく経
済産業省による報告書 [3]が公開されたが，その内容は，SSおよび需要サイドに対するア

*7 経済産業省は，今後の対策として石油製品備蓄施設の増強案を審議会資料とともに発表している [1]．し
かし，その資料等には，今回の石油不足問題に対する定量的かつ俯瞰的な情報や論理的な分析は，ほとん
ど見られない.

*8 その様な「消費者行動説」が正しくないことは，本論文の観測データに基づく定量的分析によって明らか
にされる．
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ンケート調査の集計結果と定性的対策に関する記述が大半である．すなわち，供給サイド
（石油製品のロジスティクス）に関する定量的記述・分析がほとんどないため，上記の疑
問への解答は，いまだ曖昧なままである．
将来，東海・東南海・南海連動型地震といった広域災害発生時に，同様の事態を繰り返
さないためには，合理的な対策の実施が求められる．このような広域的な石油不足の発生
は，（’70 年代の石油危機を除けば）我国では初めての経験であり，対策の立案に際して
は，今回の経験・知見を十分に活用すべきである．対策としては，事前の方策（e.g.,石油
供給施設補強や石油製品備蓄の計画，政府による震災時支援制度の設計等）および事後的
な方策（e.g.,災害状況に対応した石油製品のロジスティクス戦略）が考えられよう．何れ
の方策にせよ，その合理的な立案・検討には，今回の石油不足に際して「事態がどの様に
発生し，どの様な対策が実施され，その結果，どの様な状態が広域的な対象空間において
時系列的に進展したのか」といった事実関係を俯瞰的かつ定量的に把握しておくことが必
要である．特に，発災後のロジスティクス戦略を検討するためには，他地域から東北地域
への石油製品の移入量，東北地域内での配分輸送量，および各地域での需給ギャップの実
態等に関する定量的情報は，必須かつ貴重な材料である．
上記の問題意識に基づき，本論文は，震災発生後１ヶ月間の東北地域における石油製品
ロジスティクスの実態および石油不足の俯瞰的状況を定量的に把握することを目的とす
る．その分析に利用する主なデータは，県別の石油製品販売実績統計（月毎）と港湾間移
入・移出量統計（日毎）である．本論文では，まず，後者のデータを基に，発災後１ヶ月
間の東北地域油槽所への石油製品移入量の推移を整理する．次に，このデータと平常時
需要データを基に，東北地域全体での需給関係（需給ギャップ）の推移を分析する．さら
に，石油不足の空間的な進展状況を把握するために，販売実績統計も併用し，県別の需給
ギャップを推計する．
本論文の分析の結果，今回の石油不足問題では，東北地域への石油製品供給量が圧倒的
に不足していたことが明らかにされる．より具体的には，(1)発災後 2週間の東北地域全
体への石油製品移入量は，平常時の（同一期間）需要量の約 1/3に過ぎなかった．(2) こ
の移入量不足は，港湾施設が被災した宮城県・福島県・岩手県で，特に顕著であった．(3)

日本海側油槽所から移入された石油製品の太平洋側地域への転送量も十分ではなかった．
(4)この 2週間の供給不足により，累積潜在需要量が累積供給量を大幅に上回り，両者の
差である待機需要（“需要の待ち行列”）が溜まった．(5)発災後 3週目からの供給量/日は，
フローとしての需要量/日と同程度までは回復したものの，ストック変数である待機需要
をすみやかに解消しうる水準ではなかった．(6)その結果，“待ち行列”が捌け終わったの
は，発災後 4週目となった．(7) 3週間にわたる“待ち行列”発生の結果，実現需要は大
幅に抑制され，東北地域全体で約 7日分相当量（平常時の日需要量換算）の石油製品需要
が消失した（i.e.,その消失需要量に対応する社会・経済的活動が実行不可能となり，莫大



60 第 4章 東日本大震災後の東北地域における石油製品不足と輸送実態の把握

図 4.1 石油製品の供給フローと収集データ

な経済的損失*9が発生した）．これらの事実から，東北地域での石油不足問題への対策と
しては，供給サイドの検討が不可欠であり，消費サイドは二義的な問題*10であることが示
される．
本論文の構成は以下の通りである．4.2では利用データと本論文での分析対象を説明す
る．4.3では東日本大震災による石油製品供給施設の被災状況を整理する．4.4では，石油
製品販売実績統計に基づいて，東日本大震災の影響を概観する．4.5では，船舶と鉄道の
輸送量データに基づいて，発災前後の東北地域に対する石油製品の輸送状況を分析する．
4.6では，販売実績統計と輸送量データに基づいて，発災後の東北地域全体での集計的需
給ギャップを分析する．4.7では，油槽所-市町村間の配送モデルを作成し，続く 4.8では，
各市町村において需給ギャップがどのように進展したのかを分析する．4.9は結論である．

4.2 収集データと分析対象
本章では，石油製品の供給フローを簡単に説明する．石油製品は製油所と呼ばれる工場
で原油から精製される．そして，精製された石油製品は，図 4.1に示すような流れで製油
所から各地へ供給される．製油所から GS等小売店までの供給フローは，大きく 2パター
ンに分けられる．第 1のパターンでは，製油所からタンクローリーによって直接 GS等小
売店へ供給される．そして，第 2のパターンでは，油槽所と呼ばれる輸送拠点を経由して
供給される．このとき，製油所から油槽所までの輸送は主に船舶（タンカー）を，油槽所
が内陸に存在する場合に限り，鉄道（タンク車）を用いて大量輸送が行われ，油槽所から
GS等小売店へはタンクローリーによって供給される．

*9 東北地域全体で，数千億円オーダーの経済損失が生じたと推計される.
*10 東北地域では，発災後 1か月間以上，政府及び石油連盟から消費者に「石油製品の不要不急の購入」を控
えるよう要請 する広報が続けられた．しかし，本論文で示されるように，東北地域で実際に生じた需要
は,本来の需要が供給制約により大きく抑制されたものであった (i.e.,東北地域での発災後の需要の大半は
「不要不急の購入」などではなかった)．従って，このような広報活動は，正常な経済活動状態への早期復
旧・回復を妨げる (見当外れの)対策であったと言える．
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本論文では，石油製品の輸送状況と需給ギャップを把握するために，石油製品販売実績
データと石油製品輸送データを用いる．まず，石油製品販売実績データは，GS等小売店
から消費者に販売された石油製品量が都道府県別月毎に分かるデータである．これは，経
済産業省がまとめている資源・エネルギー統計 [4]の一部である．なお，このデータは図
4.1に示す供給フローの中では (d)の量に該当する．次に，石油製品輸送データは，東北
地域の港湾における移出入データ（以下，『港湾データ』）と，東北地域向けの鉄道輸送量
（以下，『鉄道データ』）の 2種類からなる．港湾データは，東北地域各港湾で行われた移
入の日時と量，積み込み港湾が分かるデータである．これは，国土交通省東北地方整備局
から提供いただいた．鉄道データは，東北地域への鉄道による石油製品輸送実績が日毎
に把握できるデータである．これは，既存の分析で佐々木 [5]が示した数値を用いた．な
お，これらの石油製品輸送データは図 4.1に示す供給フローの中では (b)の量に該当する．
本論文での分析対象油種および，対象地域は以下に示すとおりである．石油製品の中で
も分析対象とする油種は，交通関係や一般家庭において燃料として利用される揮発油・軽
油・灯油の 3油種とする．ただし，本論文では 3油種の合計量についての分析結果のみを
報告する．油種毎の分析は追って報告する予定である．そして，対象地域は福島県を除く
東北 5県（青森・岩手・宮城・秋田・山形）とする．福島県については，原発事故の影響
で多くの人が移動した．そのため，震災時地域毎の需要量の推計が困難であり，本分析で
は除外した．本論文で示す結果は明記がない限り福島県を除いたものである．

4.3 石油製品供給施設

4.3.1 日本の製油所とその被災状況

日本の製油所の立地は，図 4.2に示すように大きく 5つのエリアに分けられる．その中
でも，瀬戸内海（西日本エリア）と東京湾（関東エリア）に多くの製油所が集中している
ことが分かる．また，東北地域には仙台製油所１ヵ所しか存在しない．
東日本大震災による製油所の被災状況を簡潔にまとめておこう．まず，東北地域では唯
一の仙台製油所が被災し長期間稼働停止した．つまり，発災後の東北地域は，石油製品全
量を他地域から輸送せざるを得ない状況となった．次に，日本全体では，仙台製油所以外
に関東エリアで 5ヵ所の製油所が被災により稼働を停止した．ただし，5ヵ所のうち，被
害が小さかった 3ヵ所は発災後数日で再稼働している．結局，被災により長期間稼働停止
に追い込まれた製油所は東北・関東エリアの 3ヵ所で，その原油処理能力は日本全体の約
13%である．
製油所の被災状況から，日本全体でみると石油製品量は不足していなかったと考えら
れる．その理由として 2 点挙げられる：１点目は日本の製油所は余剰能力を抱えていた
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図 4.2 エリアごとの製油所数とその被災状況（石油元売り各社の発表を元に作成）

[6, 7]こと，2点目は石油製品備蓄の一部が放出された [8]ことである．このことから，日
本全体でみると石油製品量と生産能力は十分であった．そして，東日本大震災時の石油不
足は，被災による生産地域の空間的な変化に応じて輸送量・輸送パターンを変更できな
かったことが最も基本的な原因であったといえる．

4.3.2 東北地域の主要油槽所とその被災状況

通常時，製油所が 1ヵ所しかない東北地方では，地域内の油槽所を介して，他地域で精
製された石油製品を供給していた．東北地域の主要油槽所の立地を図 4.3に示す．盛岡と
郡山にある油槽所以外は，石油製品を製油所から船舶で輸送できる港湾に立地している．
内陸にある盛岡と郡山の油槽所に対しては，製油所から鉄道を用いて輸送されている．
次に，東日本大震災による油槽所の被災状況を整理する．図 4.3に示す入荷再開日から
もわかるように，東北地域ではほぼすべての油槽所が，発災後に一時入荷ができない状態
となった．この期間は新潟や他の地域からタンクローリーで輸送するしかなかった．しか
し，タンクローリーの容量・台数の制約から，輸送できた量はごく僅かであったと考えら
れる．発災後 3，4日たつと，日本海側の港湾に隣接する青森・秋田・酒田の油槽所が入荷
を再開している．太平洋側の港湾に隣接する八戸・仙台塩釜・小名浜といった油槽所は，
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図 4.3 東北地域の主要油槽所と入荷再開日（石油元売り各社の発表を元に作成）

津波被害により入荷再開までに早い箇所でも 10日を要した．つまり，太平洋側に石油製
品を供給するためには，日本海側の油槽所から転送するしかない時期が存在した．以上を
まとめると，震災時の東北地域の石油製品供給施設の状況は以下の 3つの phaseに分け
られる：

1st phase: 発災後 3日間．全油槽所が利用不可能な状態
2nd phase: 発災から 4日 ∼ 10日後まで．太平洋側の油槽所は津波被災により利用でき

ないが，日本海側の油槽所は利用可能な状態．
3rd phase: 発災から 10日後以降．仙台製油所の被災により依然生産はできないが，太

平洋側の各油槽所も順次機能を回復しつつある状態．

なお，図 4.3に記載した油槽所以外に，気仙沼市と釜石市にも油槽所は存在するが，そ
れぞれの取扱量は主要な油槽所と比較して非常に少なく，さらに被災により長期間利用さ
れていない．そのため，本論文の分析対象から除外した．

4.3.3 東北地域のタンクローリー台数と発災後の対応

平常時に東北地域で運用されているタンクローリーの台数と容量を表 4.1に示す．東北
地域全体では，タンクローリーの総数は約 700台であり，日本海側（青森・秋田・山形）
のタンクローリー台数は少ない（東北全体の 1/3 ∼ 1/4）ことが分かる．一台当たりの容量
は約 20 klであり，船舶（一隻で 2000 ∼ 5000 kl）や鉄道（一編成で約 1000 kl）の容量と
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表 4.1 東北各県のタンクローリー台数 (平成 22年 3月末時点,資源エネルギー庁調査)

車両台数 容量合計 平均容量
[台] [kl] [kl/台]

青森 156 2,868 18

岩手 35 591 17

宮城 294 5,303 18

秋田 86 1,583 18

山形 25 454 18

福島 112 2,079 19

東北計 708 12,878 18

表 4.2 発災後のタンクローリー追加台数

発表日 phase 発災後のタンクローリー
累積追加投入台数 [台]

3月 19日
2nd phase

120

3月 21日 198

3月 25日
3rd phase

247

3月 31日 257

4月 14日 303

比較すると 1/100のオーダーである．
発災後，東北地域ではこのタンクローリー車両数が不足した．これは，太平洋側の油
槽所が被災し，約 150台が消失した上に，（平常時には想定されていない）日本海側油槽
所から太平洋側地域へタンクローリーで供給する必要に迫られたためである．そのため，
2nd ∼ 3rd phaseの期間に，西日本から約 300台のタンクローリーが東北地域に転送され
た（表 4.2参照）．ただし，その詳細な情報は公表されておらず，各油槽所／地域別のタン
クローリー配備台数（i.e.,配給容量）は不明である．

4.4 東北地域の石油製品販売実績

4.4.1 通常時の石油製品販売の特徴

東北地方における石油製品販売量は，冬季に量が多く夏季は少ない．これは，暖房とし
て利用される灯油の販売量について季節変動が大きいことが原因である．そのため，東北
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表 4.3 東北各県における震災前後の前年比販売量 (%)

青森 岩手 宮城 秋田 山形 (福島) 対象 5県計 6県計
2011年 2月 118 101 104 102 110 107 107 107

2011年 3月 86 74 64 88 82 65 77 74

2011年 4月 84 90 82 96 94 81 88 86

表 4.4 東北各県における発災前後の販売実績の比較

青森 岩手 宮城 山形 秋田 (福島) 対象 5県計 6県計
[A]前年同期間
販売量 (103kl) 125 104 195 97 83 139 604 743
[B] 3月発災後
販売量 (103kl) 99 64 92 79 61 68 395 463

前年比 ([B]/[A]; %) 80 61 47 82 73 49 65 62

地方では 11月から 4月にかけて石油製品の販売量が多い時期が続く．つまり，東日本大
震災が発災した 3月は石油製品需要が大きい時期であったといえる．
本論文では，東日本大震災の発災直前の 2月と直後の 3月のデータを比較しつつ分析を
進める．このことについて，数年分の販売実績データをみると，対象 3油種合計の販売量
は 2月と 3月で大差はない．よって，本論文で示す発災直前と直後で比較した差は震災に
よる影響であるといえる．

4.4.2 販売実績から見る東日本大震災の影響

東日本大震災の影響を販売実績から見てゆこう．表 4.3は，東北各県での 2011年 2月
∼ 4月の月間販売実績を前年同期比 (%)で比較している．この表から， 2月には前年同期
比で増加していた販売実績が，3月 ∼ 4月には大きく減少したことがわかる．特に減少の
大きい 3 月販売実績のうち，発災後の期間（3 月 11 日 ∼ 31 日）のみを取り上げると表
4.4が得られる．ここで，

[A] = (21/31)× [2010年 3月販売実績]

[B] = [2011年 3月販売実績] − (10/31)× [2010年 3月販売実績]

である．
表 4.4から，東北地域全体の販売実績は前年比 60%台まで落ち込み，発災後の東北地域
は非常に深刻な状況にあったことが窺える．特に，太平洋側の宮城県と福島県では前年比
の 50%未満，岩手県でも約 60%に激減している．また，震災被害は軽微であった内陸部
の山形県でも約 70%と大きく減少している．このように販売量が大きく減少した要因と
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して，震災による自動車被害や心理的影響等によって消費者の需要量が減少した可能性も
ある程度は考えられる．しかし，それだけで，これほど大きな変化をもたらすとは考えに
くい．むしろ，これらの地域では供給施設被災により供給量が不足し，その制約により，
本来の需要が実現できなかった，すなわち，

販売実績＝供給量 < 本来の需要量

と考えるのが自然である．実際，油槽所等の石油供給施設の被害が軽微であった秋田・青
森県の販売量は減少率が少ない（前年比 80%以上）という事実も，この解釈を裏づけて
いる．この点については，4.5, 4.6でより詳しく議論する．
なお，表 4.3と表 4.4の販売実績データには，震災後に実施された各種組織からの無償
供与分は加えていない．その理由は，本論文で扱う統計データの数値オーダーと比較すれ
ば，無償供与の数量は，統計データに含まれる誤差と同程度とみなせるからである．例え
ば，石油連盟によるドラム缶 2000本の無償供与 [9]は，一般的ドラム缶容量 (200 �)を用
いて換算すると僅か 0.4 (103 kl)である（これは，東北地域での 1日の石油製品需要量の
1/100 オーダーの数値である）．このことから，本論文では無償供与分の影響は無視しう
るものとして分析する．

4.5 東北地域への石油製品輸送
本章では，東北地域港湾の港湾データと鉄道データを利用し，発災後，製油所から東北
地域油槽所に輸送された石油製品の輸送パターンとその時系列変化を把握する．

4.5.1 他地域製油所から東北地域への移出量

本節では，発災後，全国の製油所から東北地域の油槽所向けに移出された石油製品の輸
送パターン及び移出量の時系列推移を示す．表 4.5 は，発災前と後の各 1 ヵ月間につい
て，各製油所港湾からの東北地域向け移出量を地域毎に集計したものである．図 4.4は，
震災時の各地域における東北地域向け移出量（週別）の推移を示している．なお，これら
の集計値には福島県の小名浜港向けの移出量は含んでいない*11．また，製油所（起点）か
ら油槽所（終点）への石油製品輸送の OD（起・終点）輸送量パターンについては，付録
を参照されたい．

*11 表 4.5と図 4.4では，本論文の対象地域外である福島県の小名浜港向けの移出量は除外している．小名浜
港への移出は，発災前後に関わらず関東からがほとんどであり，東北 6 県でみると発災前の関東からの
シェアはより大きくなる．また，発災後の小名浜港への入荷再開は 3/29であり，3週目まではほとんど
移入されていない．よって，図 4.4は小名浜港を考慮しても傾向に大差はない．
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表 4.5 製油所港湾からの東北地域向け石油製品移出量の発災前後 1ヶ月比較

北海道 関東 東海
西日本
8港湾 その他 計

発災前
(103kl) 235 362 20 42 39 698
発災後
(103kl) 303 134 31 56 6 530
増加量
(103kl) 68 -228 11 13 -32 -168
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図 4.4 発災後の東北地域向け石油製品移出量（週毎）の推移

表 4.5から，各地域からの東北地域向け石油製品移出量が発災前後で大きく変化したこ
とが分かる．第一に，発災前に過半数を占めていた関東地域からの移出量が，発災後には
約 1/3に激減した．これは，関東地域も石油不足の状況にあり，東北地域に転送する余裕
がなかったことが原因であると考えられる．第二に，北海道地域からの移出量が発災後に
大幅に増加した．つまり，関東地域からの移出減少に対して，北海道地域からの移出増加
によって対応したと考えられる．第三に，西日本地域や東海地域からの移出量について
は，発災後に増加したものの，その増加量は（全体と比較すれば）僅かである．これは，
2011年 3月 17日の経済産業大臣の会見 [8]，及び，それ以降の経済産業省の発表 [10]内
容と比較すると，驚くべき事実である：経済産業省は，西日本の製油所から約 2万 kl/day

のガソリン等を東北地方に転送すると発表していた．この量は，表 4.5の表記に合わせる
と 1ヵ月間に約 600 (103 kl)である（i.e.,東北地域で必要な量の大半を西日本から転送す
ることを意味する）．しかし，実際には，北海道からの輸送が中心であり，西日本からの
輸送量は，経済産業省発表の 1/10 未満に過ぎなかったことを表 4.5は示している．この
ことから，政府・経済産業省と石油業界（実際に石油輸送計画を立案・実施した各石油会
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図 4.5 2011年 2月東北地域各油槽所の石油製品移入量シェア

社）の間での情報交換・対策方針の調整が十分ではなかったと推測される．
発災後の東北地域向け移出量の時系列推移を，図 4.4を用いて，詳しく見てゆこう．ま
ず，発災後 2週間は，総移出量が非常に少ないことが分かる．より具体的には，平常時輸
送量（2月の平均移出量/週）との比較で，1週目は約 1/4，2週目は約 1/2しか輸送され
ていない．移出量が少ない原因の一つは，油槽所の被災により，東北地域内で受け入れ
態勢が整っていなかったことにあったと考えられる．次に，発災後 3, 4 週目の総移出量
は，ほぼ平常時の移出量に回復している．ただし，平常時の仙台製油所からの直接出荷分
（4.5.2参照）まで賄うことのできる水準ではない．その内訳をみると，北海道地域からの
移出量が占める割合が特に大きい．このことから，発災後 3, 4週目は関東地域からの転送
が困難で，その不足分を北海道からの転送で補ったと考えられる．関東地域からの移出量
は 5週目まで徐々に回復し続け，それに応じて北海道からの移出量が減っている．発災後
5週目には，関東からの移出量は発災前の 9割近い水準まで回復している．

4.5.2 東北地域油槽所への石油製品移入量

本節では，東北地域の各油槽所における石油製品移入量とその時系列推移を示す．発災
後の様子を見る前に，まず，発災前（2011年 2月）時点での東北地域油槽所の移入量シェ
ア（図 4.5）を確認しておこう．ここで，図 4.5の「仙台製油所直接出荷」は，仙台製油所
から直接 GS等に出荷された量である（正確な出荷量は公表されていないため，販売実績
総量と移入総量の差とした）．また，盛岡の移入量は，仙台から鉄道で輸送されているた
め，仙台製油所の出荷として扱った．この図から読み取れる東北地域の石油製品供給体制
の特徴は，仙台エリアが東北地域への石油製品供給の一大拠点として機能していたことで
ある．仙台塩釜港の移入量と仙台製油所の出荷量を合わせると，全体の 46 % に達する．
そして，残りのシェアを青森・八戸・秋田港の各油槽所で，ほぼ 3等分している．また，
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表 4.6 東北地域港湾における石油製品移入量の発災前後 1ヵ月比較

青森 八戸 秋田 酒田
仙台
塩釜 (小名浜)

対象
5港湾

発災前
(103kl) 160 143 159 39 197 122 698
発災後
(103kl) 143 46 175 47 119 32 530
増加量
(103kl) -17 -97 16 8 -78 -90 -168

酒田港への移入量は，他港湾の 1/3以下と少ない．これは，山形県の多くの地域が物流網
（石油製品を含む）を仙台経済圏に依存しているためである．
次に，発災前後での東北地域港湾の石油製品移入量の変化を見てゆこう．表 4.6は，各
油槽所における発災後 1 ヶ月間の移入量と発災前 1 ヶ月間の移入量を比較している．こ
の表から，まず，津波被害をうけた太平洋側港湾の移入量が激減していることがわかる．
すなわち，八戸港や仙台塩釜港では，発災後の移入量が，各々，発災前の約 1/3と 1/2に
激減している．それに対して，日本海側の秋田港や酒田港では，発災前よりわずかに（1

∼ 2割程度）多くの量が移入されている．そして，東北地域全体での発災後 1ヶ月間の移
入量は，発災前に比べ，仙台製油所直接出荷に相当する量（約 1/4）が減少している．
発災後の移入量の時系列推移を，図 4.6 ∼ 図 4.8 を用いて，詳しく見てゆこう．まず，
発災後 2週間の総移入量は，図 4.6の週毎移入量からわかるように，非常に少なく，平常
時の同一期間需要量の約 1/3に過ぎない．図 4.7に示す東北地域全体での日毎移入量で見
ても，2万 kl /day以上の移入量があったのは，1週目は 1日，2週目は 3日しかない．こ
の期間は，太平洋側の八戸港と仙台塩釜港がほとんど利用できず，日本海側の秋田港・青
森港・酒田港のみが機能していた．しかし，これら日本海側港湾の移入量の増加は（東北
地域全体で見れば）十分ではなく，明らかな供給量不足となっていたことがわかる．ま
た，2週目以降，盛岡油槽所への鉄道による迂回輸送が開始されたが，図 4.6と図 4.8に
示す累積移入量からも明らかな様に，その供給量は港湾機能を代替しうる水準ではない．
次に，3週目以降の総移入量は，図 4.6から判るように，平常時とほぼ同一の水準に回復
している（ただし，4.5.1で見た総移出量の場合と同様，仙台製油所出荷分の不足をまか
なえる水準ではない）．図 4.7の日毎移入量で見ても，2万 kl /day以上の日が増加してい
る．この変化は，太平洋側港湾が 2週目末までに（仙台塩釜港が 3/21に，八戸港が 3/25

に）復旧し，3週目以降，その移入量が増加した効果である．このことは，日本海側港湾
では，移入量（図 4.8左の累積移入曲線の傾き）がほぼ一定である一方，太平洋側港湾の
移入量（図 4.8右の累積移入曲線の傾き）は増加し続けていることから明らかである．結
局，発災 3週目に太平洋側の八戸・仙台塩釜港が機能を十分回復するまでは，東北地域全
体への石油製品の供給は十分になされなかったことが判る．
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図 4.6 発災後の東北地域港湾における石油製品移入量 (週毎)の推移
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図 4.7 石油製品移入量 (日毎)の推移

なお，図 4.6,図 4.7から東北地域での石油不足が解消した時期を読み取る際には，注意
が必要である．図 4.6,図-4.7では，発災後 3週目以降は移出量が増加し，一見，石油不足
は解消しているように見える．しかし，この時点では 1週 ∼ 2週目に購入できなかった消
費者の需要が持ち越されている（“待機需要”が残っている）ことに注意しよう．すなわ
ち，発災後 3週目の供給量は，3週目に新たに発生したフローとしての需要には対応でき
ても，ストック変数である待機需要まで解消しうる数量ではない．
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図 4.8 東北地域各港湾 (+盛岡貨物ターミナル)の累積移入量

4.6 東北地域における集計的需給ギャップ
本章では，石油製品の販売実績と輸送量データを組み合わせ，東北地域全体での石油製
品の在庫放出量，需給ギャップ，消失需要を分析する．累積図を活用したこれらの分析に
より，今回の石油不足が 1ヶ月近くも続いた理由が明らかとなる．

4.6.1 東北地域全体での在庫放出量

東日本大震災の発災後，東北地域の GS や油槽所では，他地域からの移入による供給
の不足をまかなうために，在庫を放出したと考えられる．その在庫放出量は，個別の油
槽所・GSについては不明であるが，東北地域全体であれば，対象期間内で成立すべき恒
等式：

累積販売量 = 累積移入量＋在庫放出量

を用いて求めることができる．すなわち，3 月発災後の販売実績から左辺の累積販売量
（i.e,表 4.4に示した県別販売実績の総和）を，石油製品輸送データから右辺の累積移入量
（i.e.,図 4.8に示した各油槽所の累積移入量の総和）を計算すれば，発災直後から 3月 31

日までの在庫放出量を導出できる．その結果，東北地域全体での在庫放出量は 92,000 kl

と求められた．これは，平常時（2010年 3月）の 1日当たり実績販売量に換算すると，約
3日分である（図 4.9参照）．
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図 4.9 販売実績と油槽所累積移入量の比較
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図 4.10 在庫放出を考慮した累積供給量と累積潜在需要量の比較

4.6.2 東北地域全体での集計的需給ギャップ

東北地域全体で，発災後の供給量が需要量をどの程度満たしていたかを分析してみよ
う．ここで，「供給量」は，東北地域にある油槽所の移入量に， 3日分の在庫放出分を加
えたものとする．一方，「需要量」については，昨年同月の日販売実績量を本来の（i.e.,十
分な供給がなされた場合の）一日当り消費量と想定し，これを潜在日需要量と呼ぶ．そし
て，この累積量を累積潜在需要量と定義する．
図 4.10に累積潜在需要量（赤色の点線）と累積供給量（青色の実線：累積移入量＋在
庫 3日分）を示す．この図では，発災直後 3日間は潜在需要量に応じて在庫が供給され，
在庫がすべて放出された後は，移入量に等しい供給がなされると想定している．この図か
ら，仮に潜在需要量が実現していたなら，累積需要曲線が常に累積供給曲線の上に位置す
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図 4.11 累積需要と消失需要
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図 4.12 待機需要 (待ち行列)の推移 (図 4.11の一部を拡大)

る，すなわち，供給量は不足し続けることが分かる．しかし，現実には遅くとも 4月半ば
頃には GSの行列や在庫切れの状態は解消されている [11]．このことから，消費者は潜在
需要の一部については，入手を諦めたと考えられる．本論文では，この消費者が諦めた需
要を「消失需要」と定義する．この場合，供給不足が解消するまでの需要量は，潜在需要
量の約 60%となる．この累積需要量と累積潜在需要量の差が消失需要量であり，供給不
足が解消したと仮定した時点（4月 1日）での消失需要量は，潜在日需要量に換算すると，
約 7日分である．なお，この量は，図 4.4で示した発災後販売量と前年販売量の差に等し
いことが確認できる．
さらに，図 4.11の一部期間 (3/13 ∼ 22) を拡大表示した図 4.12を用いて，累積需要曲
線（赤実線）と累積供給曲線（青実線）の“ギャップ”を見てゆこう．ここで示される 2
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図 4.13 買い溜め行動が発生した場合

本の累積曲線のギャップから，石油製品購入のための“待機需要”（待ち行列）の推移を
読み取ることができる．より具体的には，図 4.12の累積需要曲線と累積供給曲線の間の
垂直方向の距離は“待機需要量”を表し，水平軸方向の距離は石油製品を購入するため
に必要な“待ち時間”である．GSに発生した行列は，この集計的な“待機需要”の一
部が顕在化した現象といえる．ここで注意すべきは，フロー変数としての供給量/日が需
要量/日に追いついた／上回ったとしても，ストック変数である“待機需要”は，すぐに
は消えないことである．実際，この図の例でも，3/24頃には供給量/日が需要量/日に追い
ついているが，それまでの供給不足で大きく溜まった待機需要の解消には，その後 1週間
を要している．これが，東北地方の各地で石油製品不足が長引いた基本的な理由である．
なお，これらの累積図から，消費者の買い溜め行動は東北地域での石油不足問題の本質
には関係ないことも容易に理解できる．仮に，通常より早めに給油行動をとる消費者が
大幅に増加したとすれば，図 4.13に示す様に累積需要曲線が変化し，待機需要が増える．
しかし，この待機需要の増加は一時的であり，結局，このような行動がなかった時の累積
需要曲線と同じ水準に（今回観測された石油不足解消時点までに）戻るであろう．何故な
ら，圧倒的な供給不足状況下で待機需要が増加すれば“待ち時間”が増加し，その後の需
要が抑制されるからである．従って，買い溜め行動の有無に関わらず，最終的な消失需要
量は変化しない．つまり，消費者行動に訴えかける施策は，今回の石油不足問題ではあま
り意味がなく，問題を根本的に解消するためには，供給サイドの施策が必要不可欠であっ
たことが判る．
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図 4.14 市町村別販売量推定モデル

4.7 市町村別需給推計モデル
前章までで見たように，震災後，日本海側の油槽所は早く復旧したが，太平洋側の油槽
所は津波被災により長期間利用できなかった．そのため，実際に供給不足が解消された時
期は，東北地域内でも日本海側と太平洋側では大きく異なると考えられる．そこで，本章
では，油槽所から東北地方の各市町村への石油製品供給量を推定するモデルを構築し，続
く 4.8では，各市町村において需給ギャップがどのように進展したのかを分析する．

4.7.1 市町村別販売量推定モデル

市町村別販売量推定モデルは，震災発生翌日以降，時点内での各油槽所から各市町村へ
の石油製品の輸送量を決定する石油製品配分モデルと，時点間での各油槽所における石
油製品の供給可能量および各市町村における潜在需要量の進展を記述する 需要・供給ス
トック動学モデルから構成される．

4.7.1.1 モデルの枠組
震災発生当日を t = 0とし，長さを 1日とする離散時点集合 t = 0, 1, · · · を考え，t = 1

から適当な時点 T > 1 までのインデックス集合を T � {1, · · · ,T} とする．油槽所および
市町村 (石油製品配分の起点および終点)の集合を，それぞれ，Oおよび Dで表す．時点
t ∈ Tにおいて，油槽所 i ∈ Oで供給される 1日あたりの石油製品の量 (ie. 時点 tに油槽所
iへ移入される石油製品の量)を供給率と呼び，wi(t)で表す．時点 t ∈ Tにおいて，市町
村 j ∈ Dで新たに発生する 1日あたりの石油製品の需要量を潜在需要率と呼び，rj(t)で
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表す．ここで，供給率 {wi(t)} および潜在需要率 {rj(t)} は市町村別販売量推定モデルにお
いては与件であり，モデル入力と呼ぶ．これらのモデル入力の決定方法については 4.8.1

節で述べる．

4.7.1.2 潜在需要・供給ストック動学モデル
任意の時点 t ∈ Tの期末において油槽所 i ∈ Oに在庫されている (ie. 供給可能な)石油
製品の量を供給ストックと呼び，XS

i (t)で表す．供給ストックの初期値は XS
i (0) = 0とす

る．時点 t の期初から期末の間の油槽所 i ∈ O からの石油製品の 供給量 を，前期末の在
庫に当該時点で発生する供給量を加えたもの：

pi(t) � XS
i (t − 1) + wi(t)Δt (4.1)

とする．この供給可能な石油製品は可能な限り各市町村へ配分されるが，どのように配分
しても余剰が生じる場合に限り，当該油槽所で在庫されるものとする．
時点 tの期初から期末までの間に，油槽所 i ∈ Oから市町村 j ∈ Dへ単位時間あたりに
輸送される石油製品の量を 輸送率 と呼び，xi, j(t) で表す．輸送率 x(t) � {xi, j(t) : (i, j) ∈
O ×D}が与えられたとき，供給ストックのダイナミクスは以下の式で表される：

XS
i (t) = XS

i (t − 1) +

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩wi(t) −
∑
j∈D

xi, j(t)

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭Δt

= pi(t) −
∑
j∈D

xi, j(t)Δt (4.2)

時点 t ∈ T の期末において市町村 j ∈ Dに残っている (解消されていない)石油製品の
需要量を潜在需要ストックと呼び，XD

j (t)で表す．潜在需要ストックの初期値は XD
j = 0

とする．震災後の 3 ∼ 4週間において，消費者は未解消需要の一部を余儀無く諦めさせら
れた (需要が消失した)．これを表現するため，時点 t − 1期末の潜在需要ストックのうち，
時点 tの期初には (1 − βΔt)XD

j (t − 1)だけが残ると仮定する．ここで，β ∈ [0, 1/Δt)は所
与の定数で，時点 t − 1の期末から tの期初までに消失する需要の比率を表す．以下では，
βを消失率と呼ぶ．時点 tの期初から期末までの間の市町村 j ∈ Dでの石油製品の顕在
需要量を，前期末から持越された潜在需要ストックと，当該時点で新たに発生した潜在需
要量の和：

qj(t) � (1 − βΔt)XD
j (t − 1) + rj(t)Δt (4.3)
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とする．このとき，潜在需要ストックのダイナミクスは以下の式で表される：

XD
j (t) = (1 − βΔt)XD

j (t − 1) +

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩rj(t) −
∑
i∈O

xi, j(t)

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭Δt

= qj(t) −
∑
i∈O

xi, j(t)Δt (4.4)

4.7.1.3 石油製品配分モデル (基本モデル)

各時点 t ∈ Tにおいて，石油製品の供給量 {pi(t) : i ∈ O}および顕在需要量 {qj(t) : j ∈ D}
が与えられたとき，石油製品の配分 y(t) � (x(t),XS(t),XD(t))を決定するモデル (石油製
品配分モデル)を考える．ここで，x(t) � {xi, j(t) : (i, j) ∈ O ×D},XS(t) � {XS

i (t) : i ∈ O}
およびXD(t) � {XD

j (t) : j ∈ D}は，それぞれ，時点 tの輸送率，時点 tの期初での供給ス
トックおよび潜在需要ストックをベクトル表現したものである．本節では，石油製品配分
の基本モデルとして，輸送計画者が，総費用 (ie. 輸送費用と在庫費用の和)のみの最小化
を目的とする問題を定式化する．このモデルは，後述する 4.7.2節で，未解消需要 {XD

j (t)}
が市町村間で極端に偏らないような (ie. 公平性を考慮した) 配分を行う枠組へと拡張さ
れる．
石油製品配分モデルにおいて，配分 y(t) � (x(t),XS(t),XD(t))が以下の 3つの条件を
全て満足するとき，実行可能であるという：

a) 各市町村へ運び込まれる石油製品の総量と期末の (未解消) 潜在需要ストックの和
が，当該市町村の顕在需要量に一致する：

∑
i∈O

xi, j(t) + XD
j (t) = qj(t), ∀ j ∈ D, (4.5)

b) 各油槽所から運び出される石油製品の総量と期末の供給ストックの和が，当該油槽
所の供給量に一致する：

∑
j∈D

xi, j(t) + XS
i (t) = pi(t), ∀i ∈ O, (4.6)

c) 各油槽所の供給ストック，各市町村の潜在需要ストック，および各リンクの輸送量
が非負である．

XS
i (t) ≥ 0, ∀i ∈ O, (4.7)

XD
j (t) ≥ 0, ∀ j ∈ D, (4.8)

xi, j(t) ≥ 0, ∀(i, j) ∈ O ×D,∀t ∈ T. (4.9)
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輸送計画者は，各時点 t ∈ Tにおいて，実行可能な石油製品配分 y(t)の中で総輸送費用
を最小化するものを求める．これは以下のように定式化される．

min
y(t)

∑
i∈O

∑
j∈D

ci, j(t)xi, j(t) +
∑
i∈O

CiXS
i (t),

s.t. (4.5),(4.6) and (4.8)
(P)

ここで，ci, j は油槽所 i ∈ Oから市町村 j ∈ Dへの所要時間である．Ci は油槽所 i ∈ Oに
おける余剰石油製品の在庫費用を表す所与の定数であり，Ci > max j

{
ci, j

}
を満たすと仮定

する．

4.7.1.4 市町村別の石油製品販売量
ここまでで示した潜在需要・供給ストック動学モデルと石油製品配分モデルを組み合わ
せれば，市町村別の石油製品販売量を推定できる．具体的には，供給率 {wi(t)},潜在需要
率 {rj(t)},消失率 βを与えれば，輸送率 x(t)が決定できる．このとき，時点 tに各市町村
j ∈ Dへ運び込まれる単位時間あたりの石油製品の量 (=単位時間あたりの販売量)を販売
率と呼び，sj(t) �

∑
i∈O xi, j(t)で表す．

4.7.2 公平性を考慮した枠組への拡張

前節で述べた基本モデルは，平常時の石油製品の配分の表現としては妥当と思われる．
しかし，震災発生後は，単純な費用最小化のみが目的とされたのではなく，日本海側の油
槽所 (eg. 秋田，青森)から (平常時の供給エリアには含まれない)太平洋側の市町村への
石油製品の転送といった，より多くの地域に満遍なく石油製品を供給するような (ie. 効率
性のみでなく公平性をも考慮した)配分が行なわれたと思われる．そこで，本節では，こ
うした公平性を考慮した枠組への基本モデルの拡張として，1)目標需要モデルと 2)エン
トロピー・モデルの 2種類を構築する．前者は，各市町村への配分量を一律に抑制するこ
とで，後者は目的関数に未解消需要 {XD

j (t)}の偏りを表現する項を加えることで，それぞ
れ，公平性を表現する．

4.7.2.1 目標需要モデル
目標需要モデルにおいては，輸送計画者は，時点 t ∈ T における市町村 j ∈ Dへの顕在
需要 qj(t) そのものではなく，これに一定の係数 n(t) ∈ (0, 1] を乗じた 目標需要 n(t)qj(t)

を満足させるように配分を行うと仮定する．この仮定は，(一部の地域への配分を抑制し
てでも)なるべく多くの地域へ石油製品を配分しようとする輸送計画者の性向を表現して
いる．ここで，n(t) を 目標需要係数 と呼び，時点 t についての以下の区分線形関数で表
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されるとする：
n(t) = min

{
n0 +

1 − n0

te (t − 1), 1
}
, (4.10)

ここで，n0および teは，それぞれ，震災翌日 (t = 1)における初期目標需要係数，および，
目標需要を用いた配分の調整を終了し，平常時と同様の配分を開始する時点 (配分正常化
時点)を表すパラメータである．式 (4.10)は，震災発生直後には目標需要は小さく，時間
の経過に従って目標需要は平常時の需要に近づく，という自然な状況を表現している．
目標需要モデルにおける許容領域は，基本モデルの許容領域を特徴づける a), b), c)の 3

つの条件のうち，a)のみを以下のように修正したものとして定義される：

a’) 各市町村へ運び込まれる石油製品の総量と期末の (未解消) 潜在需要ストックの和
が，当該市町村の目標需要量に一致する：

∑
i∈O

xi, j(t) + XD
j (t) = n(t)qj(t), ∀ j ∈ D, (4.11)

目標需要モデルは，こうして修正された許容領域の中で，総費用が最小となる配分を求
める以下の線形計画問題として定式化される：

min
y(t)

∑
i∈O

∑
j∈D

ci, j(t)xi, j(t) +
∑
i∈O

CiXS
i (t),

s.t. (4.11),(4.6) and (4.8)
(TD)

以下では，初期目標需要係数と配分正常化時点の組 (n0, te) を 目標需要パラメータ と
呼ぶ．

4.7.2.2 エントロピー・モデル
エントロピー・モデルにおいては，輸送計画者は，時点 tにおける顕在需要のうち，期
末で解消されない潜在需要ストックが占める比率

XD
j (t)

qj(t)
が一部の市町村のみに偏らないよ

うに配分を行うと仮定する．具体的には，潜在需要ストックの偏り (不公平性)を，顕在需
要量で重みづけしたエントロピー：

H
(
XD(t)

)
� −

∑
j∈D

qj(t)

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
XD

j (t)

qj(t)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ ln

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
XD

j (t)

qj(t)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠
= −
∑
j∈D

XD
j (t) ln XD

j (t) +
∑
j∈D

XD
j (t) ln qj(t)

(4.12)

で表す．エントロピーH
(
XD(t)

)
は，未解消需要の比率

XD
j (t)

qj(t)
が 0以上 1以下である限り

非負であり，顕在需要が大きい市町村に未解消需要の比率が偏るほど小さな値を取る．
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エントロピー・モデルでは，時点 t ∈ Tにおいて，実行可能な石油製品配分 y(t)の中で
総輸送費用とエントロピー (の符号を反転させたもの) の加重線形和を最小化するものを
求める．これは以下のように定式化される．

min
y(t)

∑
i∈O

∑
j∈D

ci, j(t)xi, j(t) +
∑
i∈O

CiXS
i (t) − θH

(
XD(t)

)
,

s.t. (4.5), (4.6) and (4.8)
(EP)

ここで，θ > 0 は総輸送費用に対する公平性の重みを表す所与の定数で，公平性係数 と
呼ぶ．
なお，上記の目標需要モデルは線形計画問題であり，エントロピー・モデルは凸計画問
題である．どちらも変数の次元は高々 O(|O × D|) であり，既存のソルバーを用いて高速
に解を求められる．
以下では，石油製品配分モデルとして目標需要モデルを採用する場合の目標需要パラ
メータ (n0, te) およびエントロピー・モデルを採用する場合の公平性係数 θ を 配分パラ
メータと呼び，(n0, te|θ)とまとめて表現する．

4.7.3 パラメータ推定方法

本節では，市町村別販売量推定モデルのパラメータである消失率 βおよび配分パラメー
タ (n0, te|θ)の推定方法を述べる．具体的には，まず，東北地方全体での集計的潜在需要ス
トック

∑
j XD

j (t) に関する観測に基づいて消失率 β を (石油製品配分とは独立に)求める．
次に，こうして得られた消失率 βを与件として，各県の石油製品販売実績に基づいて石油
製品配分モデルのパラメータ (目標需要係数パラメータ (n0, te)もしくは公平性係数 θ)を
推定する．

4.7.3.1 消失率 β の推定
本研究では，消失率 β の最良推定値として，東北地方全体で集計化された潜在需要ス
トックが最初に消失する時点が，実際に観測された需給ギャップ解消時点に最も近付く
値を採用する．この推定は，石油製品配分モデルとは独立に行える．まず，任意の時点
t ∈ T1 の期末における東北地方全体での 総潜在需要ストック を XD(t) �

∑
j∈D XD

j (t) と
し，そのダイナミクスが以下の式に従うと仮定する：

XD(t) = (1 − βΔt)XD(t − 1) +
∑
j∈D

{
rj(t) − wj(t)

}
Δt, XD(0) = 0. (4.13)

以下では，消失率 β に対応する式 (4.13) の解過程を {XD(t; β)} と表す．次に，実際に観
測された東北地方全体での需給ギャップ解消時点 (具体的な値は後述)を τ∗ とする．そし
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市町村別供給量
推定モデル {S k(20)}

県別累積販売量

消失率 β，配分パラメータ (n0, te|θ)

県別販売実績 {Zk(20)}
需給ギャップ解消時点 τ∗

供給率 {wi(t)},潜在需要率 {r j(t)}

最良推定値
β∗, (n∗0, t

e∗|θ∗)

図 4.15 パラメータ推定モデル

て，以下の条件を満足する値を消失率の最良推定値 β∗ として採用する．

β∗ = arg max
β∈[0,1]

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩β
∣∣∣∣∣∣∣
XD(t; β) > 0, t = 1, · · · , τ∗ − 1,

XD(t; β) = 0, t = τ∗

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ (4.14)

4.7.3.2 初期目標需要係数 n0 および公平性係数 θ の推定
前節で求められた消失率 β∗ (ひいては，その下での潜在需要ストックのダイナミクス)

を与件とすれば，モデルから推定される市町村別販売量 (を県別に集計したもの)と，実際
の県別販売実績から，石油製品配分モデルのパラメータを推計できる．
いま，各県 k ∈ Kについて，ある特定の時点 tz ∈ Tまでの販売実績 Zk(τ)が観測されて
いるとしよう．次に，市町村別販売量推定モデルから得られる販売率 sj(t) =

∑
i∈O xi, j(t)

を用いて，時点 t = 1から任意の時点 τ ∈ T の期末までに市町村 j ∈ Dで販売される石油
製品の量 (累積販売量)を，

Sj(τ) =
τ∑

t=1

sj(t)Δt, ∀k ∈ K (4.15)

と表そう．次に，分析対象とする県の集合を Kで表し，県 k ∈ Kに含まれる市町村の集合
を Dk で表す．このとき，県 k ∈ Kにおける任意の時点 τ ∈ T の期末までの累積販売量は
Sk(τ) �

∑
j∈Dk

Sj(τ)と表される．
本節の目的は，こうして得られる県別累積販売量 {Sk(tz) : k ∈ K} が，実際に観測され
た県別販売実績 {Zk(tz) : k ∈ K}を最もよく説明するような配分パラメータ (n0, te|θ)を求
めることである．具体的には，石油製品配分モデルとして目標需要モデルを採用する場
合，目標需要係数パラメータ (n0, te)に対応する県別累積販売量を {Sk(tz; n0, te) : k ∈ K}と
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する．そして，この累積販売量と同期間の販売実績を Zk(τ)との残差二乗和が最小となる
(n0, te)の組を最良推定値として採用する．この問題は，以下のように定式化される．

(n∗0, t
e∗) = arg min

(n0,te)∈[0,1]×T

∑
k∈K

{Sk(tz; n0, te) − Zk(tz)}2 , (4.16)

石油製品配分モデルとしてエントロピー・モデルを採用する場合，公平性係数 θの最良推
定値を求める問題は，

θ∗ = arg min
θ∈[0,∞)

∑
k∈K

{Sk(tz;θ) − Zk(tz)}2 , (4.17)

と定式化される．

4.8 市町村別需給ギャップの推計
本章では，前節で述べた市町村別販売量推定モデルおよびパラメータ推定法を用いて，
市町村別の需給ギャップを推計する．まず，4.8.1において利用可能なデータからモデル
入力 (eg. 石油製品の供給率や潜在需要率) を求める方法を述べ，これを用いて消失率 β
および配分パラメータ (n0, te|θ) を推計する．こうして推計されたパラメータに基づき，
4.8.2では市町村別の需給ギャップおよびこれを県別に集計化したものを分析する．

4.8.1 モデル入力とパラメータ推計結果

4.8.1.1 利用可能なデータとモデル入力
分析対象期間を震災翌日の 3月 12日を t = 1とし，分析終了時点 T を，東北地方全域
で石油製品の需給ギャップが解消してから十分な時間が経過した 4月 15日 (T = 35)とし
た．油槽所集合 Oとして，青森，八戸，秋田，酒田，仙台塩釜，盛岡の 6油槽所を採用し
た．このうち，最初の 5つは臨海型 (タンカーによる移入)であり，盛岡油槽所のみが内陸
型 (鉄道またはタンクローリーによる移入)である．市町村集合 Dとして分析対象とする
5県 (青森，秋田，岩手，山形，宮城)に含まれる 173の市町村 (ただし，仙台市は青葉区，
宮城野区，若林区，太白区，泉区の 5区に分割)から，置賜地方に含まれる 8市 (米沢市,

長井市,南陽市,高畠町,川西町,小国町,白鷹町,飯豊町)を除いた 165市町村を採用した．
これは，置賜地方へは新潟・福島方面からの輸送が殆どである，との想定による.

本分析で利用できるデータ・セットは，a)平成 22年および平成 23年についての 3月
および 4月の石油販売実績 (県別，月次)，b)平成 24年 3月 12日から 4月 15日までの
油槽所への石油製品移入量 (油槽所別，日次)，c) 各市町村の人口の 3 種類である．この
うち，まず，a) について，県 k ∈ K の平成 22 年 3 月および 4 月の石油販売実績を，そ
れぞれ，ZH22,3

k および ZH22,4
k で表す．同様に，平成 23年 3月および 4月の石油販売実績
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を ZH23,3
k および ZH22,3

k でそれぞれ表す．次に，b) について，油槽所 i ∈ O への 3 月 12

日 (t = 1)から 4月 15日 (t = 35)の各日に対応する 1日あたりの移入量を wH23
i (t) で表

す．最後に，c)について，市町村 j ∈ Dの人口を Nj で表し，これを県別に集計したもの
を Nk �

∑
j∈Dk

Nj で表す．
以下では，これらのデータから，消失率の推定に用いる 1)東北地方全体での需給ギャッ
プ解消時点 τ∗, 配分パラメータの推定に用いる 2) 各県の販売実績 {Zk(tz)}, 市町村別販売
量推定モデルの入力である 3) 各油槽所の供給率 {wi(t)} および 4) 各市町村の潜在需要率
{rj(t)}を決定する方法を述べる．

1) 東北地方全体での需給ギャップ解消時点 本分析では，東北地方全体での需給ギャップ
解消時点として，平成 23年 4月 4日 (τ∗ = 25)を採用する．これは，ガソリンス
タンドでの待ち行列に関する報告 [12]から読み取れる以下の 2点の観測に依拠し
ている：
• 4月 3日までは，連日待ち行列が発生していた；
• 津波被災を受けた一部地域以外では，4月 4日の時点で待ち行列は一時解消し
ていた．

2) 県別販売実績と対象期間 本分析では，県別販売実績と累積販売量を比較する対象期
間として，震災翌日の 3月 12日 (t = 1)から 3月 31日 (tz = 20)を採用した．ここ
で，県 kの販売実績 Zk(tz)の推定にあたり，以下の 2つの仮定を置いた：a)石油製
品の日次販売実績は，同月の月次販売実績を同月の日数で割ったものに等しい; b)

平成 23年 3月 1日から震災当日の 3月 11日までの 11日間の石油販売実績は，平
成 22年の同期間の販売実績と等しい．これらの仮定に基づき，3月 12日から 3月
31日までの県 kでの販売実績 Zk の最良推定値を：

Zk(20) = ZH23,3
k − 11

31
ZH22,3

k , ∀k ∈ K. (4.18)

と求めた．
3) 各油槽所の供給率 時点 t ∈ T における油槽所 i ∈ Oの供給率 wi(t)として，本分析で

は，港湾型の油槽所 (ie. 青森，八戸，秋田，酒田，仙台塩釜)については，当該時
刻に当該油槽所へ移入する 1日あたりの移入量 wH22

i (t)をそのまま採用する：

wi(t) = wH23
i (t), ∀i ∈ O,∀t ∈ T. (4.19)

盛岡油槽所については，[5]による平常時 (平成 22年度)の岩手県への年間鉄道輸
送量，震災後の平成 23年 3月 18日から 4月 19日までの盛岡への石油製品の鉄道
輸送実績および迂回列車運行実績 (日あたり車両長)から算出した．
以下では，油槽所 iにおける初期時点 t = 1から任意の時点 τ ∈ T の期末までの累
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積供給量を

Wi(τ) =
τ∑

t=1

wi(t), ∀i ∈ O,∀τ ∈ T. (4.20)

で表す．
4)各市町村の潜在需要率 時点 t における市町村 j の潜在需要率 rj(t) は 以下のように

推定される．まず，各県 k ∈ K について，震災の前年 (平成 22 年)3 月および
4 月の石油製品販売実績を日換算したもの (当該月の日数で按分したもの) を，
zH22,3

k = ZH22,3
k /30および zH22,4

k とする．次に，震災時には石油製品需要量は 7%減
少した，との報告 [12]に基づき，これに 0.93を乗じたものを，当該県に含まれる
各市町村 j ∈ Dk について，人口で按分したもの (ie. nj/Nk を乗じたもの)を，それ
ぞれ，当該月に対応する時点の租潜在需要率として採用する：

r̂ j(t) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0.93zH22,3

k
Nj

Nk
t = 1, · · · , 20,

0.93zH22,4
k

Nj

Nk
t = 21, · · · , 35,

∀ j ∈ Dk,∀k ∈ K. (4.21)

次に，上述 2) で推定された対象期間販売実績の総和
∑

k∈K Zk(20) は，3)で求めら
れた同期間 (ie. 3月 12日 ∼ 3月 31日)間の累積供給量の総和

∑
i∈O Wi(20)よりも

大きい．この差
∑

k∈K Zk(20)−∑i∈O Wi(20)は，震災が発生した 3月 11日の時点で
GSや油槽所などに在庫されている石油製品の販売量であると考えられる．これら
の在庫は震災発生後，当該 GSが立地する市町村で販売・消費されたと考えるのが
自然であろう．個々の市町村でどれだけの在庫を保有していたかに関するデータが
無いため，本分析では，総在庫量 δを各市町村 j ∈ Jの人口で按分したもの：

δ j =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
∑
k∈K

Zk(20) −
∑
i∈O

Wi(20)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠
Nj

N
, ∀ j ∈ J. (4.22)

を当該市町村における石油製品の初期在庫とする．
各市町村 j ∈ D においては，震災翌日 t = 1 の期初から，この (推定) 初期在
庫 δ j を先に消費し，それが枯渇した後に油槽所から配分される石油製品を消費
する (ie. 石油製品の在庫が残っている間は，その消費の分だけ石油製品の需要
が相殺される) と仮定する．各市町村 j ∈ D において，在庫が枯渇する時点を{
τ∗j : δ j ∈

(
R̂j(τ∗j − 1), R̂j(τ∗j)

]}
とすれば，在庫消費分を相殺した (純)潜在需要率は

rj(t) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0 1 ≤ t ≤ τ∗j
R̂ j(τ∗j) − δ j t = τ∗j
r̂ j(t) τ∗j < t

(4.23)

と求められる．
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表 4.7 県別の推定累積販売量および販売実績との乖離

推定累積販売量 Sk

販売実績 Zk 目標需要 エントロピー
青森県 80,666 77,816 80,676

岩手県 47,994 53,127 49,145

宮城県 62,877 61,241 63,215

秋田県 64,758 65,048 69,701

山形県 39,074 38,141 32,636

乖離 - 3.81 × 107 6.73 × 107

4.8.1.2 パラメータ推定結果
まず，消失率推定モデル (4.14)に，上記 1)で与えた東北地方全体での需給ギャップ解
消時点 τ∗ = 25を代入することで，最良推定値は β∗ = 0.130と求められた．
次に，こうして得られた消失率 β∗ と上記 2) で与えた県別販売実績 {Zk(20)} を用い
て，目標需要モデルおよびエントロピー・モデルのそれぞれについて配分パラメータ推
定モデル (4.16) および (4.17) を解くことで，最良推定値は (n∗0, t

e∗) = (0.16, 23) および
θ∗ = 44.0と求められた．このとき，各モデルの下で得られた県別の推定累積販売量およ
び販売実績を図 4.7に示す．図 4.7の最後の行は，各県の推定累積販売量と販売実績の乖
離 (
∑

k {Zk − Sk}2)を表している．この表より，目標需要モデルの方がエントロピー・モデ
ルよりも実際の販売実績への当てはまりが良いことが判る．特に，エントロピー・モデル
は宮城県・秋田県への販売量が過大となる一方で山形県の販売量が過少となっており，日
本海側から太平洋側への石油製品の転送量を過剰に推定したものと考えられる．なお，以
降の需給ギャップの時空間分析に関しては，エントロピー・モデルを採用する．これは，
(限られたデータのみを用いた)推定販売量の当てはまりの度合いに捉われず，より現実に
近いと考えられる需給ギャップの時空間分布を推計するためである．

4.8.2 需給ギャップの推計結果

市町村別の需給ギャップを分析するには，各市町村について，潜在需要，顕在需要およ
び販売量の累積図を用いると便利である．まず，t = 1から任意の時点 τ ∈ T 期末までの
間の市町村 j ∈ Dにおける累積潜在需要を，

Rj(τ) =
τ∑

t=1

rj(t)Δt, ∀τ ∈ T,∀ j ∈ D (4.24)
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で表す．消失率 βが与えられたとき，時点 t = 1から τ ∈ T 期末までに市町村 j ∈ Dで消
失した需要 (累積消失需要)は，

Ej(τ) � β
τ∑

t=1

XD
j (t − 1)Δt, ∀τ ∈ T,∀ j ∈ D, (4.25)

と表される．市町村 j ∈ Dにおける時点 τ ∈ T までの累積潜在需要 Rj(τ)と同時点との累
積消失需要 Ej(τ)との差：

Qj(τ) = Rj(τ) − Ej(τ)

=

τ∑
t=1

{
rj(t) − βXD

j (t − 1)
}
Δt

=

τ∑
t=1

{
qj(t) − XD

j (t − 1)
}

(4.26)

を，当該市町村の (時点 τまでの)累積顕在需要と呼ぶ．このとき，時点 tにおける市町
村 j ∈ Dでの需給ギャップは，累積顕在需要と累積販売量の差 Qj(t) − Sj(t)で表される．
こうして得られた市町村別の累積潜在需要，累積顕在需要および累積販売量を，各県

k ∈ Kごとに集計したものを図 4.16に示す．ただし，販売量の推計には，待機需要の解消
日を 4月 4日 (β∗ = 0.130)としたエントロピー・モデルを用いた．各図において，点線，
太い実線および細い実線は，それぞれ，潜在需要，顕在需要および販売量の累積量を表し
ている．累積図を用いることで，各時点における各県での待機需要 (顕在需要と販売量の
差)や，石油製品不足によって消失した需要 (潜在需要と顕在需要の差)を見通しよく表現
できる．
図 4.16より，以下の 2点が読み取れる．第 1に，需給ギャップが解消する時点に地域
差が生じている—–日本海側の青森・秋田では震災発生後 2週間程度で解消しているのに
対し，太平洋側の宮城・岩手や小規模な油槽所しか持たない山形では第 3週まで解消され
ない．第 2に，需給ギャップが大きいほど，消失需要 (ie. 潜在需要と顕在需要の差)もま
た大きい．特に，宮城県においては需要に対して販売量が圧倒的に不足しており，需要の
消失 (i.e経済活動の抑制)が深刻であったことを表している．最後に，待機需要が比較的
早期に解消した秋田や青森においても，その供給量は前年同期と同一の需要をまかない
得る水準ではなく,消失需要が発生している．これは，秋田港・青森港から移入した石油
製品の一部を，混乱が発生しない範囲で，岩手・宮城・山形県へ転送していた結果と思わ
れる．
次に，各市町村における需給ギャップの時間進展を図 4.19 に示す．この図は，t =

7, 14, 21の 3時点のそれぞれについて，各市町村を，当該時点での供給率 (累積顕在需要
1単位あたりの累積販売量) Sj(t)/Qj(t) で塗り分けたものである．この図より，モデルに
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図 4.16 県別の累積潜在需要，累積顕在需要および累積販売量 (エントロピー・モデ
ル，待機需要解消日:4/4)
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図 4.17 市町村別の需給ギャップの空間分布の推移 (エントロピー・モデル，待機需要
解消日：4/4)

よらず以下の 2 点が見てとれる：1) 太平洋沿岸部では需給ギャップがなかなか解消され
ず，特に，宮城や岩手の一部の沿岸部では，震災後 3週間が経過しても石油製品が十分に
行き渡っていないことが見てとれる．この結果は，筆者らの経験や，震災後に GSの経営
者に対して行なわれたアンケート [12]の結果とも整合する; 2)同一県内での市町村間の需
給ギャップ解消が均一でない場合があることが判る．具体的には，秋田ではほぼ全ての市
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町村で震災後 3週間には石油製品不足が解消されているのに対し，岩手では盛岡油槽所付
近と沿岸部との間で需給ギャップ解消過程が大きく乖離している．

4.9 おわりに
本論文では，通常時と東日本大震災発災直後の石油製品供給施設の状況について整理し
た上で，石油製品販売実績データと輸送データから，震災時の東北地域への供給体制を定
量的に把握した．その結果，東日本大震災時の東北地方では，圧倒的な供給量不足による
石油不足が発生していたことが確認された．また，石油製品配分モデルを用いた分析か
ら，東北地域内でも空間的に不足に偏りがあり，特に宮城県では発災後 4週目まで石油不
足が続いていたことを明らかにした．
今後の課題としては，まず，今回の震災時の供給施設制約を考慮した上で，より供給状
況を改善できたであろうロジスティクス戦略を確認しておくことが挙げられる．その上
で，将来の大規模災害への対策として，発災後輸送ロジスティクス戦略と（石油製品備蓄
施設を含む）施設補強計画との統合分析や，石油会社の震災時オペレーションに対する政
府の補助スキームといった制度設計を検討しておくことも重要な課題である．

謝辞 : 本論文で用いた東北地域港湾の移出入データは，国土交通省東北地方整備局よりご
提供いただいた．この場を借り，関係者の皆様に心より感謝いたします．

付録 I　発災前後 1ヶ月間の東北地域向け石油製品の
起終点間輸送量

発災前後 1ヵ月間の東北地域向け石油製品 OD(起終点)間輸送量を，それぞれ，表 4.8

および表 4.9に示す．ここで，起点は，製油所港湾の地域 (北海道，関東，東海，西日本，
その他，で集約的に表現)し，終点は油槽所のある港湾 (青森，八戸，秋田，酒田，仙台塩
釜，小名浜)とした．
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表 4.8 発災前 1ヵ月間の東北地域向け石油製品 OD輸送量 (103 kl)

青森 八戸 秋田 酒田
仙台
塩釜 (小名浜)

対象
5港湾 シェア

北海道 63.7 50.5 81.2 32.2 9.2 0.0 236.7 32%

関東 66.4 95.8 66.2 3.0 158.0 122.0 389.5 53%

東海 2.8 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 20.2 3%

西日本 8.2 5.5 16.4 0.0 12.1 0.0 42.2 6%

その他 19.1 20.9 0.0 4.0 0.0 0.1 44.1 6%

計 160.1 172.8 163.8 39.2 196.7 122.1 732.6 100%

表 4.9 発災後 1ヵ月間の東北地域向け石油製品 OD輸送量 (103 kl)

青森 八戸 秋田 酒田
仙台
塩釜 (小名浜)

対象
5港湾 シェア 発災前比

北海道 56.2 37.7 106.3 45.9 64.7 0.0 310.7 58% 131%

関東 65.8 7.6 24.9 0.0 35.7 20.9 134.0 25% 34%

東海 6.7 5.6 0.0 0.0 19.0 10.8 31.3 6% 155%

西日本 12.0 0.0 43.5 0.0 0.0 0.0 55.6 10% 132%

その他 2.0 3.0 0.0 1.5 0.0 0.0 6.5 1% 15%

計 142.8 53.9 174.7 47.4 119.3 31.6 538.0 100% 73%
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付録 II　待機需要解消日に対する感度分析
待機需要解消日を 4月 3日 (τ = 24), 4月 4日 (τ = 25)および 4月 6日 (τ = 27)とし
た場合*12，a)目標需要モデルおよび b)エントロピー・モデルのそれぞれを用いて推定さ
れた販売量と実績値との乖離を表 4.9に，需給ギャップの空間分布を，それぞれ，図 4.18,

図 4.19および図 4.20に示す．
なお，待機需要解消日を 4月 3日とした場合の最良消失率は β∗ = 0.213,最良配分パラ
メータは (n∗0, t

e∗|θ∗) = (0, 11|36.0) と推定された．待機需要解消日を 4月 6日とした場合
の最良消失率および最良配分パラメータは β∗ = 0.090, (n∗0, t

e∗|θ∗) = (0.09, 25|46.0)と推定
された．
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図 4.18 市町村別の需給ギャップの空間分布の推移 (待機需要解消日：4/3)

*12 4月 5日を待機需要解消日の候補としないのは，東北地方全体への潜在需要に対して石油製品移入量が小
さく，パラメータをどのように調整しても待機需要が発生することが分析より明らかになったため．
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図 4.19 市町村別の需給ギャップの空間分布の推移 (待機需要解消日：4/4)
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図 4.20 市町村別の需給ギャップの空間分布の推移 (待機需要解消日：4/6)
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第 5章

東日本大震災後における商業物流に
ついて
株式会社オリエンタルコンサルタンツ　東北支店

1,000年に一度と言われる未曾有の被害をもたらした東日本大震災では，震
災直後から多くの主体が懸命な緊急支援物資輸送を行った．また，一般の商業
物流も自身が大きな被害を受けながらも懸命な復旧活動を行い，商業物流の回
復に努めた．しかしながら，構造物の損壊状況や津波については詳細な調査が
行われている一方で，商業物流の流れや復旧状況に関する定量的な記録は残さ
れていない．本研究は，商業物流の回復状況に関する定量的な記録の収集と分
析を行うことを目的とする．
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5.1 はじめに
本稿では，東日本大震災による商業物流への影響，復旧過程を把握するため，商業物流
量の回復動向（マクロ分析）や，小売店舗・サプライチェーンの復旧実績の事例把握（ミ
クロ分析）について調査分析の中間報告を行うものである．

5.2 調査の内容
震災による商業物流への影響，復旧過程の分析にあたっては，商業物流量全体の回復度
の推定及び，経済損失を把握するための「マクロ的な視点による分析」と，小売店舗，サ
プライチェーンの復旧状況，震災発災前後の物流ルートの変化，商品の仕入れ状況の変化
や回復度及び，震災を経験しての教訓課題，改善要望など事業者の生の声を把握するため
の「ミクロ的な視点による分析」の両面から分析を試みた．

図 5.1 商業物流の定義
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図 5.2 調査の全体フロー

5.2.1 マクロ分析

マクロ分析の実施にあたっては，物流センサスＯＤによる通常時の商業物流量と商品仕
入れの回復動向（ミクロ分析にて把握する商品回復量の推移（％））から，商業物流量の
回復の推移を推定する．
次いで，通常時に見込まれた物流量と比較した落ち込み量（凹）を算出し，その落ち込
み度合いを経済損失額として算出するものとした．度合 経済損失額 算出す

図 5.3 マクロ分析の分析フロー
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図 5.4 マクロ分析のアウトプットイメージ

5.2.2 ミクロ分析

ミクロ分析の実施にあたっては，小売店舗，サプライチェーンの復旧状況，震災発災前
後の物流ルートの変化，商品の仕入れ状況の変化や回復度及び，震災を経験しての教訓課
題，改善要望など，背景にあるサプライチェーン上の課題を含め，実態やそれぞれ個別の
事情を把握するためのアンケート，ヒアリング調査を実施した．

図 5.5 ミクロ分析の分析フロー
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表 5.1 物資の分類と凡例

 

5.3 分析結果（マクロ分析）

5.3.1 アンケート調査結果による商品分類別の仕入れ回復割合

被災県内の主要な小売店舗に対しアンケート調査を実施し，商品分類別に仕入れ（販
売）の回復度合いを把握した．アンケート調査の実施にあたっては，小売店舗の労働組合
団体であるＵＩゼンセン同盟に協力を要請し調査を実施した．
アンケート調査については，現在実施中であり，十分な回答数が得られていないため，
本報告では，アンケート結果を用いた分析イメージを示す．
上記，表 5.1に示したデータを各小売店舗より収集し，以下の手法により，商品分類別
の回復割合を統合することで被災地域全体の回復割合を推定する．

【商品分類別の回復割合の算出方法】 　

商品分類別の店舗数により，仕入れ量（％）を震災後の時系列別に按分し，全体の回復
割合を推定する．
（算出例）

全体回復割合 = 服地・寝具・靴（回復 50%）× 20店舗 +酒（回復 30%）× 20店舗
= (1, 000 + 600) ÷ 40店舗
= 40%
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図 5.6 アンケートによる仕入れ回復割合 ((株)インテリア販売 N:家具, DIY商店)

5.3.2 大型車交通量から見た仕入れ回復度合いの推定

震災発災日以降の被災県内を通行する大型車交通量の推移，変遷から，小売業全体の仕
入れ回復度を推定した．
使用したデータは連続的に交通量がカウントできる「車両感知器」データとし，高速道，
一般道別に以下のデータを収集した．
　　高速道：ICペア交通量（東日本高速道路（株）より貸与）
　　一般道：交通量常時観測データ（国土交通省東北地方整備局より貸与）
上記データを用いた推定結果の例として宮城県における回復割合の推定結果は以下に示
すとおりであり，同分析結果より以下の傾向が見られた．

• 宮城県内全体として，震災前と同程度まで商品の仕入れが回復した時期は，概ね
一ヶ月後である．
• 内–外交通（宮城県外からの物流）は，震災翌日から若干づつではあるが回復して
いるのに対し，内–内交通（宮城県内の物流）は，発災後１ヶ月近く停滞している
状況が見られる．
• 上記より，宮城県外からの物流は緊急輸送物資を含め，発災直後から徐々に回復し
ているものの，宮城県内の物流の回復が遅れていることから，県内の物流センター
等の物流拠点が被災していることにより，末端の小売店舗までの物流が停滞してた
ものと考えられる．
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図 5.7 被災県への物流配送の流れ（宮城県）

図 5.8 内–外交通の回復度合い（宮城県　高速道）

図 5.9 内–外交通の回復度合い（宮城県　一般道）
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図 5.10 内–外交通の回復度合い（宮城県　一般道）

5.4 分析結果（ミクロ分析）
被災県内の主要な小売店舗に対しアンケート，ヒアリング調査を実施し，各店舗におけ
るサプライチェーン上の課題を含め，復旧実績，復旧事例，残存する課題及び，今後教訓
とする必要のある事項などについて取りまとめた．

5.4.1 調査対象とする小売店舗の抽出

被災各県における商業統計をもとに，小売業の規模別（従業員数ベース）に「大規模店
舗（従業員数 50人以上）」，「中規模店舗（従業員数 20 ∼ 50人）」，「小規模店舗（従業員
数 20人未満）」の３クラスに分類した上で，その総小売店舗数を比例配分し，必要サンプ
ル数を設定した．
小売業の分類については，商業統計による小売業の分類（６分類「各種小売業」，「織物・
衣服・身の回り品小売業」，「飲食料品小売業」，「自動車・自転車小売業」，「家具・じゅう
器・機械器具小売業」，「その他小売業」）をもとに対象者を抽出した．
小売業の具体的な店舗名称については，地方新聞の生活情報，開店情報やＮＴＴタウン
ページ及び，東北在住の当社社員，家族からの口コミ情報をもとに抽出した．抽出した結
果の例として宮城県の状況を以下に示す．
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表 5.2 対象事業所数の設定（宮城県）

 

表 5.3 アンケート，ヒアリング対象事業所の例（宮城県）
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5.4.2 ヒヤリング調査結果

上記の調査対象箇所におけるアンケート，ヒアリング結果を整理すると以下に示すとお
りである．

5.4.2.1 コンビニエンスストアＬ社
1)事業者概要

　　店舗数：9,761店舗（内，東北地方 828店舗）；2010年 2月末現在
　　事業内容：コンビニエンスストアのフランチャイズチェーン展開

2)通常のサプライチェーン

コンビニエンスストアＬ社の震災時のサプライチェーンの変化を把握するため，まず
通常のサプライチェーンの形態を把握した．通常のサプライチェーンを大まかに示すと，
「ベンダー工場（商品製造工場）⇒配送センター⇒各店舗」となっているが，ベンダー工
場から直接店舗に入れる場合もあるとのことである．

図 5.11 Ｌ社における商品（食品）のサプライチェーン

ベンダー工場での原材料の仕入れは，各工場に任されており，また，比較的小規模の工
場で周辺のリソースを使って運営しているところが多いとのことである．特に「おにぎ
り」は手作業で作っており，通常時も非常時もストックはないとのことであった．
配送センターは，チルド商品・常温商品・冷凍商品の３種類があり，チルドは 3回/日，
その他は 1回/日各店舗へ配送を行っている．配送センターで，店舗別の仕分けを行うが，
ここが物流の肝となっており，いかに効率化を図るか，配送のムダを省くかが利益創出の
鍵となるとのことである．１センターがカバーするエリアが適当な広さで店舗数が多いほ
ど，スケールメリットで効率化を図ることができる．店舗別の仕分けなど，配送センター
は高度にオートメーション化されており，その分，電力供給がストップすると機能不全に
陥るとのことである．
大都市圏は 1センターがカバーする店舗数も多く採算ベースに乗りやすい．一方，面積
の広い県や細長い県は，配送コストがかかり効率が悪い．こうした県には出店しないコン
ビ二エンスストアチェーンもある．
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Ｌ社のチルドセンターは全国に 50箇所（概ね 1箇所/県）設置されている．Ｌ社の店舗
数が全国で 9,761店舗なので，1センターあたり平均 200店舗をカバーしている計算とな
る．センターは，基本的には人口集積地の道路沿いに立地している．
Ｌ社では，物流全般を，外部の運送会社に委託している．混載の配送センターもあれ
ば，Ｌ社単独の配送センターもある．

3) 救援物資の搬送について

次に，救援物資の搬送形態についてヒアリングした．
救援物資の搬送は，通常時とまったく異なるサプライチェーンを利用する．Ｌ社は，京
都府，沖縄県を除く 44の都道府県と防災に関する包括協定を結んでおり，発災後可能な
範囲の支援物資（食料・日用品）をあらゆる手段（自衛隊機など）を使って搬送する（東
京都は，帰宅困難者の支援の協定を結んでいる）．
救援物資の搬送元は配送センター，ベンダーであり，本来，その周辺地域の店舗に配送
する在庫または製品を，被災地に送ることになる．救援物資を送る対応は，災害の規模に
もよるが，通常発災後 24 ∼ 72hである．
今回の東日本大震災では，青森や秋田を含めた広域（本来であれば，今回の被災地に救
援物資の搬送を行う搬送元）で被災しており，救援物資の搬送と自らの復旧を同時に行わ
なければならなかった．

4) 東日本大震災による被災と復旧状況

Ｌ社のサプライチェーンに関連する施設の復旧状況は，Ｌ社のホームページにて公開さ
れており，ヒアリング時点（2011年 6月）までの 3ヶ月間の復旧状況は，以下のとおり
であった．
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表 5.4

以下，震災直後に東北地方や関東地方で店頭の商品が品薄となった要因について，ヒア
リングにより得られたコメントを列挙する．

• 店舗への商品納入が滞ったのは，広範なエリアでベンダー工場の被災，配送セン
ターが機能不全に陥ったことが主な原因である（主として停電，その他機械の損壊
（部品が入ってこず復旧が遅れる））．
• 東北では，ベンダー工場が被災したことも大きかった．配送センターも，特に岩
手・宮城の常温商品センターの復旧遅れの影響が大きかった．
• 首都圏でも，複数のベンダー，センターが被災し，そのことが首都圏での品薄の原
因となった．
• 通常時の効率化が進んでいた分，かえって非常時には機能しなかった．
• ガソリンは拠点間の移動については，給油を担保してから移動したが，被災地の拠
点から各店舗までのガソリンの調達が困難であった．
• 配送センターから店舗への搬送は，ガソリンが不足する中でも，搬送回数を減らし
たり，提携している宅急便会社（自前で燃料をストック）と連携したりするなどし
てルートは確保した．
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• 災害時であっても，高速道路か国道が利用可能な状況であれば,緊急車両の許可な
どをとることで物流経路を確保する事ができる．
• ベンダー⇒センター⇒店舗のサプライチェーンが，比較的小さい範囲であれば，そ
こだけのサプライチェーンで商品搬入を確保することが可能である．

5) 今回見えてきた課題と今後の展望など

ヒアリングの中で，大規模災害時の対応に関する今後の課題として，以下のような課題
と展望が得られた．

• 非常に広域，大規模な災害では通常時の効率化を図りすぎると非常時に機能不全に
陥ることが判ったが，効率を犠牲にしてまでも具体的な対策（ＢＣＰ）が立案でき
るか．
• 関東，東北のベンダー，センターがダメージを受け，物資を関西から運んだわけ
であるが，これほど広域な非常事態を包含したシステムを通常時を含めて構築可
能か．
• 配送センターのプログラムを非常時には別プログラムに切り替えられる，業界全体
で配送センターを共同化，ベンダー側に仕分け機能を持たせるなどの対策は考えら
れるが，今のところ非現実的な対応であるといえる．
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5.4.2.2 コンビニエンスストア S社
1)事業者概要

　　店舗数，東北での主な商圏：1,482店舗（東北６県に加え茨城県を含む．）
　　販売品目：コンビニエンスストア

2)物流形態

コンビニエンスストアＳ社における取扱商品は，一般メーカーの製品についてはそれぞ
れ問屋を介して，商社が運営する専用の物流センターを通じて各店舗に配送している．た
だし，たばこの通常物流は，他小売も混載する専用便 (JTグループ企業：TSネットワー
ク)を利用している．

図 5.12

※商品ごとに共配センターが分かれており，東北では１４センターからなる．
　　商品によっては，問屋を介すものとそうでないものがある．
　※通常時の頻度は，１日３回，週６回から７回と商品種類によって異なる．

3)震災後，物流の回復に至るまでの課題や工夫点

震災後仕入れ量が減少し，約 6 ヶ月後までにそれぞれの商品の仕入れ量は 100 ％回復
するに至っている．仕入れに支障が生じた原因としては，商品によって異なるものの全般
的に，原材料の調達ができなかったり，生産工場の機械が損傷し供給が停止したことにあ
る．また，共配センターにおいては，停電の影響で冷温施設の機能がストップしたこと，
商品ラックが倒壊し商品仕分けに支障をきたした．さらには，西日本から商品を配送しよ
うとしても，ガソリンの供給が安定しておらず，需要に即した商品供給が充分にできな
かった．
緊急通行車両認定についても，個々の車両に対する紐付けではなく，今後は供給協定を
結んでいる事業者ごとに一括認定できる仕組みをお願いしたい．
震災発災後，東北の各センター，工場の機能が停止する中で，全国ネットワークの強み
を生かし，関東方面から商品を仕入れた．太平洋側地域には，首都圏方面から北上させ，
日本海側地域へは新潟や山梨から商品を仕入れた．
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図 5.13 仕入れ量の回復度合い（Ｓ社）

中でも，震災直後は POSシステムが機能しない中，被災地にどれほどの需要があるか
不明ではあったが，人海戦術で商品を仕分け見込みで東北に運び込んだ．現地では，営業
担当がそれぞれの担当店舗を回って確認し，電話と FAXのみで発注仕入れを行い対応し
た．今後の備えとしては，被災地域での実情（被災度合い・道路情報等）の把握方法や，
関連工場・センター等と緊急時の取り決めや連絡体制等を事前に構築しておくこと，燃料
備蓄などの必要がある．
また，在庫管理としては，今回のような大規模災害時における供給不足に対応していく
ためには，ただ単に日常的な在庫量を増やすということは効率化の観点などからも負担が
大きい．よって，リスク分散の考えを踏まえて，供給元を複数もつなどのリスクマネジメ
ントが重要となってくると考えている．
被災地での食料需要は準公的側面があるなか，行政主導の下で，供給能力のある小売業
者に対しては配慮をいただく対応が望まれる．
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5.4.2.3 スーバーＵ社
1)事業者概要

　　店舗数，東北での主な商圏：31店舗，全店舗が宮城県内
　　販売品目：飲食料品小売業，総合スーパー

2)物流形態

スーパーＵ社における主な販売品目である生鮮食料品については，原材料の調達から生
産加工，各店舗までの配送まで全て，自社物流で賄っている．生鮮品以外の飲料，雑貨な
どについては，卸問屋を通じて自社物流により仕入れを行っている．

図 5.14

3)震災後，物流の回復に至るまでの課題や工夫点

今回の震災時は，生鮮食料品は自社物流を駆使して人手による仕分けを行い，商品調達
を行った．雑貨などについては，震災により卸問屋の機能が麻痺し，商品の仕入れが出来
なくなったことから，他企業との連携（ＣＧＣグループ（（株）シージーシージャパン：中
堅，中小スーパーマーケットが加盟する企業団体）により，商品の調達に努めた．
今回の震災を通じて，当社（スーパーＵ）は中小企業のため，大手スーパー等に比べて
必要以上にシステム化（ＰＯＳ化）していなかったため，停電時にも人手で仕訳作業を行
い，商品を店舗へ出荷することが可能であったことや，中小スーパーとの連携（ＣＧＣグ
ループ）により，雑貨などの商品についても比較的スムーズに対応できたと考えている．
ただし，停電に備えた非常用電源（自家発電）が不備であったことや，ガソリンの備蓄
など，今後の改善点や課題が明らかとなった．
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図 5.15

図 5.16 中小スーパーマーケット企業団体との連携（ＣＧＣグループ）

出典：（株）シージーシージャパン HP
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5.4.2.4 インテリア販売Ｎ社
1)事業者概要

　　店舗数，東北での主な商圏：23店舗，東北 6県の主要都市で営業
　　販売品目：家具・じゅう器・機械器具小売業

2)物流形態

インテリア販売Ｎ社における主な販売品目である家具については，全て自社製品である
ため，自社製品向上から直接自社物流により各店舗に流通させている．家具以外のインテ
リア用品については，自社配送センターで一括管理の後，各店舗へ流通させている．

図 5.17

3)震災後，物流の回復に至るまでの課題や工夫点

今回の震災時は，東北管内の配送センターが被災し，全ての商品に発送遅れが生じた．
ただし，当社の取り扱う製品の場合，生鮮食品等と異なり，ユーザーの緊急性が低いため
か，お客様への影響は最小限と考えられる．
特に，被災直後はガソリン不足のため，自社流通品，他社流通品の双方ともに，人，モ
ノの動きが全て止まったことが影響している．
結果として，家具以外のインテリア製品（他社製品，他社物流）は被災 2週間後に回復
したものの，自社製品である家具は，物流センター，生産工場等の復旧が遅れたため，通
常レベルの回復まで約 1ヶ月を要した．
震災によりガソリンの調達が困難となることはこれまで予測していなかったため，燃油
の確保は今後の課題，教訓と考える．
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図 5.18

図 5.19 仕入れ量の回復度合い（Ｎ社）
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5.4.3 ヒアリング調査結果のまとめ

上記のヒアリング調査結果をまとめると以下のとおりである．

• コンビニエンスストアにおいては，通常時の効率化を図りすぎたことで，発災時に
機能不全に陥った．
• コンビニエンスストアでは，今後，配送センターの運用プログラムを非常には，あ
らかじめ用意した非常時用のプログラムに変更する機能や，業界全体で配送セン
ターを共同化，ベンダー側に仕分け機能を持たせるなどの対策は考えられるが，今
のところ非現実的である．
• 一方で，コンビニエンスストアほど集約化が進んでいなかったスーパーＵでは，震
災直後から自社物流を駆使した商品調達を行い，また，停電の際にも人手による仕
分け作業などができ，震災翌日より店頭販売を行っていた．
• インテリア販売Ｎ社（家具，インテリア用品販売）では，物流センター等は被災し
ていなかったが，ガソリンの調達が困難な期間は，仕入れや販売をストップさせざ
るを得ない状況であった．

5.5 おわりに（今後の分析方針）
本稿では，東日本大震災による商業物流への影響，復旧過程を把握するため，商業物流
量の回復動向（マクロ分析）や，小売店舗・サプライチェーンの復旧実績の事例把握（ミ
クロ分析）について，調査手法及び，調査分析の中間報告を行った．今後は，以下の事項
について更なる分析を進めていく予定である．

(1) マクロ分析について 　
• 物流センサスＯＤ，道路交通センサスＯＤのマスターデータを収集し，東北地
方における通常時の物流動向を詳細に把握する．

• 上記データより，通常時の商業物流交通量を算出し，ヒアリング調査結果の仕
入れ量の回復度合いと合わせて，商業物流の回復度を算出する．

(2) ミクロ分析について 　
• 各小売店舗へのアンケート調査，ヒアリング調査を継続的に実施し，調査デー
タの蓄積，整理を行う．

• 上記の調査データを用いて，商品品目別，時系列別の仕入れ回復度合いの整
理，分析を行う．
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第 6章

東日本大震災に伴う首都圏高速道路
における大型車交通流変化
和田新*1，稲村肇*2，森地茂*3，大口敬*4

本研究では東日本大震災による大型車交通流の変化を震災発生日から 3ヶ月
間集計し，その特徴を把握する．加えて，変化の要因を関連統計データを加え
分析する．本研究により以下のことが分かった．当初の 1 週間に関越道によ
る大量の迂回交通が観測された．3週間以降 3ヶ月後まで，東北自動車道では
常時 20%以上平均交通量が増加した．大きな原因の一つが被災地の港湾の代
替として東京湾が使われたことである．また，首都高速道路への影響は軽微で
あった．

*1 政策研究大学院大学大学院政策研究科
*2 東北工業大学工学研究科教授
*3 政策研究大学院大学大学院政策研究科特別教授
*4 東京大学生産研究所先進モビリティ研究センター教授
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6.1 序論

6.1.1 本研究の背景と目的

2011年 3月 11日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0の地震は，東北地
方の太平洋側を中心とした地域のインフラ施設に大きな被害をもたらした．この東日本大
震災後，人命救助や支援物資の輸送のため，各インフラ管理者による必死の復旧作業が実
施された．
道路の復旧に着目すると，東北地方の国道などの一般道については，国土交通省東北地
方整備局による「くしの歯作戦」による道路啓開作業により，震災から 1週間で 97%の
区間で通行可能となり，4 月 10 日までに迂回路利用区間を含めた被災地区全区間の通行
が確保された [1]．また，東日本高速道路 (株)が所管する高速道路の被害は，22路線，約
1,200km区間において，約 5,800カ所の損傷が確認されたが，迅速な復旧作業の結果，発
災から 20時間後には東北自動車道など，被災地域の高速道路が緊急交通路として指定さ
れて，緊急車両が通行出来る状態であった [2]．このように，道路は被災後，各道路管理
者による適切な対応の結果，早期に通行可能になったことで，被災地の復興に貢献したと
いえる．
ここで東京を含む首都圏高速道路の東日本大震災による影響を鑑みると，長期の通行止
めや大規模な渋滞などの目立った課題，問題は認識されていないのが現状である．このた
め，震災後における首都圏交通の変化を分析，考察している事例は，ほとんど無いのが現
状である．
東日本大震災のような稀有な大規模災害では，今後の政策立案や，研究に有用な事象が
多く発生している．しかし，被災後の復興に向けて精力的に進むプロセスの中では，通常
業務の範疇ではないデータ分析は，優先順位の高い作業となり得ないことから，折角の貴
重なデータが逸散したり，残っていても放置されたりと，後々有効に活用されない状況が
想定される．
このため，本研究では東日本大震災後に，首都圏高速道路において「何が起こったの
か」というデータを理解し易い形態にて，確実に後世に残すことを第一の目的とする．加
えて，把握された交通流変化の原因についても考察する．

6.1.2 既往研究の整理と本研究の位置づけ

6.1.2.1 阪神・淡路大震災時に伴う交通流変化の研究
阪神・淡路大震災後の交通流変化については中川ら [3]によると，実測されたデータを
用いた研究は，いずれも高速道路，有料道路のものであり，実際の高速道路のデータを使
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図 6.1 範囲概念図

用した金ら [4]は道路網寸断による迂回交通量と経済損失について，田中ら [5]は阪神高
速と接続している区間など，特定断面の交通量の経時変化を把握する研究であり，広範囲
に時系列で調査した研究は無い．

6.1.2.2 東日本大震災時の研究
東日本大震災後の交通流変化については，高速道路のあり方検討有識者委員会の資料
や，清水 [6],板倉 [2]による報告があるが，いずれも特定断面における震災前後の比較が
中心であり，面的に，時系列的に連続した対象では無い．清水の報告は，広域的な迂回交
通に着目しており，特定断面における震災前と震災後 2 週間が対象である．また，板倉
の報告は震災前と 3 か月後の交通量を比較しており，時系列による変化は対象としてい
ない．

6.1.2.3 本研究の位置付け
本研究は震災後の首都圏高速道路の交通流について，大型車に着目し，首都圏道路ネッ
トワーク網全体を対象に，時系列で変化を把握し，その原因を考察する．

6.2 研究手法

6.2.1 対象範囲

東北地方への主要な経路である放射道路の東北道，常磐道，関越道と，これらの道路と
ネットワークを構築している環状道路である磐越道，北関東道などの周辺路線を含めた範
囲とする．図 6.1に範囲概念図，表 6.1に詳細な対象エリア（以下，首都圏エリア）を示
す．また，首都高速道路（以下，首都高）は全線を対象とした．
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表 6.1 首都圏高速道路の研究対象エリア一覧表

表 6.2 使用データ一覧表

6.2.2 対象期間，使用データ

対象期間は，地震発生日の 2011年 3月 11日から，東北地方における高速道路の無料
化措置が開始される 6月 20日の前日（6月 19日）までの平日を，1週間単位で平均化し
て時系列の変化を把握することを基本とする．また，使用するデータを表 6.2に示す．

6.2.3 対象車種

本研究では物流との相関を主に分析するため，大型車の交通量に着目する．なお，車両
感知器が検出する大型車を基本に考えるため，首都圏高速道路については料金区分でいう
中型車以上の車（中型車，大型車，特大車）を対象とする．また，無料通行している緊急
車両なども考慮する．



6.3 首都圏高速道路の大型車交通流変化 119

図 6.2 首都圏エリア全域における
加重平均交通量

図 6.3 首都圏エリア全域における
平均トリップ長

6.2.4 データ取り扱い方法

前年の同月同曜日比較を基本とする．これは震災による交通に対する影響を，通常時
（前年）の交通量との差分を用いることにより評価することを目的として，前年との差に
ついて，量，割合で算出することにより，交通動態の変化を把握する．なお，日本海東北
自動車道など 2010年度に無料化社会実験を開始した区間については，2010年，2011年
の 2月交通量を用いて，無料化の影響を控除した．

6.3 首都圏高速道路の大型車交通流変化

6.3.1 大型車交通量変化

6.3.1.1 首都圏高速道路全体の大型車交通量変化
首都圏エリア全体における大型車の加重平均交通量と，平均トリップ長を図 6.2, 6.3に
示す．交通量については，3月 22日の週より増加し始め，4月以降は前年水準から 2割
以上増加している．また，平均トリップ長については，3月 14日の週より前年水準から 1

割以上増加している．
また，区間毎の交通量の変化について，3月 14日の週，3月 22日から 4月 1日の平均，

4月 18日から 6月 17日の平均の状況を図 6.4, 6.5, 6.6に示す．
3月 14日の週は関越道，日本海東北道などの日本海側の放射道路を中心として，関連
する路線に交通が集中している．3月 22日からは，上記に加え，東北道と北関東道など
が連動して増加しており，特に東北地方に近い区間の増加が多い．4月 18日からは，全
域で交通量の増がみられるが，東北道を中心に常磐道や関越道の首都圏に近い区間の交通
量が増加している．
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※車両感知器データを使用

図 6.4 首都圏エリアの交通量増減（3/14 ∼ 18）

図 6.5 首都圏エリアの交通量増減（3/22 ∼ 4/1）

図 6.6 首都圏エリアの交通量増減（4/18 ∼ 6/17）
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図 6.7 増減量の前年比と前週比（東北道の事例）
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図 6.8 東北道における前週比増減量の変化

6.3.1.2 首都圏高速道路における各路線の大型車交通量変化
各路線の時系列における交通流変化のタイミングを把握するため，増減量を前週と比較
する．増減量の前週比較では，増減量が増え続ける期間は正，増減量が減り始める期間は
負と表現される．この概念を図 6.7に示す．
東北道における前週比増減量（図 6.8）を，横軸に空間（左が首都圏側，右が東北側），
縦軸に時間の変化で表す．この図から東北道では，震災直後（3月 14日の週）に全線で
減，3月 22日の週に全線（首都圏側が大）で増加，以降増加量が減じていき，4月 18日
の週に全線（東北側が大）で減少に転じる．以降は増減量が小さい範囲で安定するという
傾向であった．
全線平均の前週比増減量を各路線についてまとめた結果を表 6.3に示す．この表から 3

月 14 日の週に関越道のみ増加，3 月 22 日の週では，他の全路線が増加することがわか
る．また，4月 18日の週に交通量が減少し，以降増減量が安定する．なお，常磐道は他
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表 6.3 各路線の前週比増減量

路線と増減のタイミングなどの傾向が異なる．
この結果から，放射（縦断）道路である東北道と，環状（横断）道路である北関東道の
交通量変化のタイミングは同調しており，交通ネットワークとして機能していることがわ
かる．また，震災影響による交通流の大きな変動は 4月中に終わり，5月以降は増減量の
変動がほとんど無いことから，交通が安定していると評価できる．

6.3.1.3 首都高速道路における大型車交通量変化
首都高における大型車の交通量の変化について，3月 14日からの 1週間と，首都圏高
速道路の交通流が安定した 4月 18日から 6月 17日の平均の状況を図 6.9, 6.10に示す．
3月 14日の週においては全線において影響が出ていたが，4月 18日以降を見ると，増減
区間が減り，増減している箇所も大部分が震災と関連が少ないと考えられる路線のため，
首都高の震災による影響は期間的，空間的に限定されたものである．ただし，東北道と接
続している川口線など一部首都圏高速と連動が見られる区間や期間も存在している．

6.3.2 大型車の OD交通量

6.3.2.1 首都圏高速道路における大型車の OD変化
首都圏エリアに起点，終点がある大型車について，前年と比較した総台数の変化量を，
図 6.11に示す．大型車の総台数は 4月中旬まで前年より低い水準であったが，無料通行
している緊急車両等（救援物資輸送車両や維持管理車両車を含む車両を呼称）は，震災直
後から前年水準を上回っている．また 4月 18日の週に緊急車両等は減少したが，大型車
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図 6.9 首都高の交通量増減（3/14 ∼ 18） 図 6.10 首都高の交通量増減（4/18 ∼ 6/17）

図 6.11 首都圏エリアにおける総台数の変化量

が増加したことで，結果的に両者の和である総台数はあまり変化しなかった．
なお，増加量が多かったエリアは，本研究で対象とした首都圏エリア外を起終点とした
ものが多く，特に東北地方に起終点を持つ台数が増加する．また，各路線に関しても，東
北地方に近い地域での増加量が多い傾向がみられた．
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図 6.12 首都高における東北道の出入り交通量

※ETC-ODデータを使用

図 6.13 首都高における東北道出入り交通量の目的地別増減量

6.3.2.2 首都高速道路における大型車の OD変化
首都高の大型車について，首都圏高速道路と連動していた東北道に着目して OD変化を
まとめた結果を図 6.12に示す．東北道出入り交通量は，震災直後から大幅に減少してお
り，3月 22日の週から増加傾向に転じ，4月 18日の週から前年水準を上回った．ここで，
4月 18日から 6月 17日までの 7週間を平均した目的地別の増減量を図 6.13に示す．こ
れより，首都高における東北道の出入り交通量について，震災前より大きく増加した目的
地は，高速湾岸線など，全て湾岸地域の路線であった．
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図 6.14 東北地方における貨物量 [7]

6.3.3 本章のまとめ

震災後，首都圏高速道路の大型車は，4月以降，平均交通量で約 2割，平均トリップ長
で約 1割増加している．また，各路線の交通流変化のタイミングは，震災後 1週間（3月
14日の週）で，関越道が増加し，他路線は大幅減少，震災後 2週間（3月 22日の週）で
は，関越道以外の全ての路線で増加，以降増加し続けて 4月初旬に増加量（率）が最大と
なり，震災後 6週間（4月 18日の週）に減少し始めるが，以降は安定して増加する傾向
であった．
なお首都高速道路については，東北道接続部や，港湾と関連する湾岸地域など限定的な
部分で影響がみられた．

6.4 大型車交通流変化の原因分析と考察

6.4.1 他交通機関における物流への震災影響

6.4.1.1 震災の東北地方，関東の物流への影響
東北地方における他交通機関の貨物量に対する震災影響を，図 6.14に示す．全ての交
通機関で震災による影響があるが，貨物量は，港湾，鉄道，航空の順に大きく，特に，港
湾物流の影響が大きい．

6.4.1.2 港湾物流
東北地方における太平洋側の港湾施設が被災したことに伴い，被災地を起終点とする物
資，特に緊急支援物資ではない通常貨物については，周辺の港湾へ迂回した．



126 第 6章 東日本大震災に伴う首都圏高速道路における大型車交通流変化

図 6.15 被災港湾と代替港湾の位置関係 図 6.16 東京港における貨物量（内貿）[8]

図 6.17 東京港関連 9ランプの大型車増減量

その結果，東北地方の日本海側や新潟，東京の港湾などが代替となり，代替港湾での貨
物量が増加した．なお，被災港湾，代替港湾の位置を図 6.15，本研究の対象範囲で震災影
響の大きかった東京港の貨物量を図 6.16に示す．東京港の貨物量は，震災 1か月後の 4

月に大幅に増加し，5, 6月も前年水準より増加している．
代替港湾の貨物量は，被災地に近い東北地方日本海側などは，3月中という早い段階で
増加していたが，今回の震災時における東京港のように，被災地から遠い港湾に関して
は，4月に入ってからと，一定期間遅延して増加する傾向がみられた．

6.4.1.3 港湾物流の大型車交通流に対する影響
東京港における貨物量の増加分が高速道路の大型車交通量にどのような影響があるか，
首都高における東京港関連の対象 9ランプ（高速湾岸線の有明，臨海副都心，大井，大井
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表 6.4 首都圏エリアにおける高速道路規制状況

南，1号羽田線の芝浦，勝島，鈴ヶ森，平和島，11号台場線の台場）について，ETC使用
の「大型車」の増減量を図 6.17に示す．増減量は，東京港の貨物量が増加する 4 ∼ 6月に
かけて増加しており，4月後半に最大で約 2,000台/日（約 10%）の増加がみられた．これ
らは本来東北地方が起終点の貨物であるため，代替港湾から東北地方（遠距離）へ陸送す
ることにより，首都圏エリアの交通量，トリップ長が増加すると考えられる．
なお，ここで示した「大型車」は，車両感知器上の大型車とは異なり，首都高料金上の
大型車を表している．
また， 6.3.2.2で述べた東北道出入り交通量が湾岸地域のみ増加しているのも，東北地
方における港湾の被災に伴う首都圏港湾の代替を裏付けると考えられる．

6.4.2 高速道路の交通規制状況

主要な高速道路の交通規制を時系列で表 6.4に示す．今回の震災後に実施された交通規
制では，被災直後の通行止めから，緊急車両のみ通行可能な緊急交通路指定，東北道など
はそれに加えて大型車のみ通行可能な期間を経て，全車種通行可能となった．
なお，3月 22日に首都圏エリア全域で大型車は通行可能となったことから，3月 22日
以降，全域で交通量が増加したと考えられる．
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図 6.18 緊急車両無料期限と対象エリア内緊急車両等総数 [9]

6.4.3 緊急車両の無料化措置

東日本大震災後，6.4.2で述べたように東北道などで災害応急対策の的確かつ円滑な実
施を目的として，災害対策基本法（以下，災対法）に基づき緊急交通路指定がなされた．
この期間中は，緊急車両は緊急車両確認標章（以下，標章）が無いと通行不可であり，標
章は配布終了した 4月 24 日までに 16万 3,208枚が配布された．災対法の緊急車両は緊
急輸送，施設等復旧などを目的とした車両で，発行日から 1か月間の無料通行が可能であ
るため，標章配布を開始した 3月 12日から，4月 24日に有効期限が切れるまでの間，緊
急車両等が増加する状況であった．
災対法の緊急車両について，標章の交付実績から算出した無料期限残存率と対象エリア
内における緊急車両等の総数を図 6.18に示す．緊急車両等の総数の減少と残存率は同様
の傾向であり，4 月 18 日以降は，災対法の緊急車両が存在しない期間である 4 月 25 日
以降と同水準となっていることから，災対法の緊急車両がほとんど存在しないと考えられ
る．よって，災対法の緊急車両が通行していた区間においては，4月 18日以降に交通量
が減少すると考えられる．

6.4.4 燃料供給状況

東日本大震災後に東北地方や関東地方で燃料不足が発生した．これは東日本地域に立地
する製油所や油槽所が被災したことに伴う問題だが，公表されている定量的なデータは，
内閣府が発表した東北地方の石油製品出荷量，ガソリンスタンドの稼働状況程度である．
石油製品出荷量は，3月下旬に前年水準の出荷量まで増加しているが，この時期に燃料不
足は解消しなかった．震災後の需要が前年需要の 7 割程度，供給量のデータが無い期間
（3月 12 ∼ 17日）を 3月 18日と同等と仮定すると，需要が供給を上回る期間は不足量が
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図 6.19 緊急車両無料期限と対象エリア内緊急車両等総数 [10]

図 6.20 首都圏エリアの交通流変化

累積，供給が需要を上回ると不足量の累積が減っていき，燃料不足解消に至る状況であっ
たと考えられる．これを図 6.19にイメージとして示す．

6.4.5 本章のまとめ

東北地方における他交通機関の被災に伴い，自動車による代替輸送が実施された結果，
首都圏エリア全体の大型車交通量，平均トリップ長が増加したと考えられる．その中でも
貨物量が大きい港湾の被災の影響は，大型車交通流に与える影響が大きい．
また，大型車交通流の時系列変化の原因としては，3月 22日に高速道路の交通規制が
全域で解除されたことにより交通量が増加し，同時期から 4月初旬にかけて関東，東北地
方の燃料不足が解消することにより，交通量は増加し続け，4月 18日に災対法の緊急車
両無料化措置が期限切れとなることに伴い減少し始め，以後安定したと考えられる．
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表 6.5 震災後の期間の定義

図 6.21 時系列的な交通行動の位置づけ

6.5 結論
本研究では，震災後の大型車交通流について，交通流変化の場所，量，タイミングを把
握した．その結果を図 6.20に時系列でまとめる．震災直後に日本海側へ迂回していた交
通は，交通規制の解除により主要経路が東北道に移行する．交通流が安定する時期につい
ても，東北道を中心に交通量が増加しており，首都圏中心部に近い地域では，主要な放射
道路である常磐道，東北道，関越道，全ての交通量が増加している．
なお，東北道における大型車の増加は他路線と比べて顕著（4月以降は常時平均 20%以
上増）であった．また，他の高速道路と交通量変化が連動していたことから，高速道路が
ネットワークとして機能していた．
また，首都高については，震災直後には全線的な震災の影響があったものの，交通流が
安定する時期でも，東北道接続部や港湾に関連する湾岸地域など特定の場所でのみ影響が
あった．
本研究の対象期間について，その特徴で分類してみると，表 6.5のように分類出来る．
これは，阪神・淡路大震災時に本間ら [11]によって，大規模災害時の時系列的な交通行動
を，3段階（衝撃期，過渡期，復興期）に分けた定義（図 6.21）と，本研究における大型
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車交通流変化の時系列変化の状況に加え，避難者数，支援物資到着実績，学校再開状況な
どを考慮して分類したものである．これより，東日本大震災では 4月下旬に復興段階に移
行したと考えられる．
なお，今後の課題としては，交通流変化の原因の考察について，他の関連指標との比較
や，単純に量の増減で比較しない方法での考察を深めるほか，以降の震災に有意義な知見
と成り得る他データについても検討を進めていきたい．
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